
 

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書

【提出先】 九州財務局長

【提出日】 平成27年６月５日

【会社名】 株式会社九州フィナンシャルグループ

【英訳名】 Kyushu Financial Group,Inc.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　上村　基宏

【本店の所在の場所】 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号

（上記は登記上の本店所在地であり実際の本社業務は下記にて

　行う予定であります。）

熊本市中央区練兵町１番地

【電話番号】 該当事項はありません。

【事務連絡者氏名】 株式会社肥後銀行

執行役員経営統合準備室長　林田　達

株式会社鹿児島銀行

取締役経営企画部長兼経営企画部経営統合準備室長　松永　裕之

【最寄りの連絡場所】 株式会社肥後銀行

熊本市中央区練兵町１番地

株式会社鹿児島銀行　熊本支店

熊本市中央区中央街５番15号

【電話番号】 株式会社肥後銀行

(096)325局2111番(代表)

株式会社鹿児島銀行

(096)325局3434番

【事務連絡者氏名】 株式会社肥後銀行

執行役員経営統合準備室長　林田　達

株式会社鹿児島銀行

熊本支店長　谷口　博文

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 普通株式

【届出の対象とした募集金額】 479,220,525,029円(注)

(注) 本届出書提出日において未確定であるため、株式会社肥後銀行

(以下、「肥後銀行」といいます。)及び株式会社鹿児島銀行(以

下、「鹿児島銀行」といいます。肥後銀行及び鹿児島銀行を併

せて以下、「両行」といいます。)の平成27年３月31日現在にお

ける株主資本の額(簿価)を合算した金額を記載しております。

【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社九州フィナンシャルグループ(E31612)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

 1/58



第一部 【証券情報】

 

第１ 【募集要項】

 

１ 【新規発行株式】
 

種類 発行数 内容

普通株式
463,391,906株
(注)１、２、３

完全議決権株式であり、剰余金の配当に関する請求権
その他の権利内容に何ら限定のない、当社における標
準となる株式であります。
普通株式は振替株式であり、単元株式数は100株であり
ます。(注)４

 

(注) １　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、平成27年３月27日に開催され

た両行の取締役会の決議(株式移転計画の作成承認)、平成27年６月23日に開催予定の両行の定時株主総会の

特別決議(株式移転計画の承認)に基づき行う株式移転(以下、「本株式移転」といいます。)に伴い発行する

予定であります。

２　肥後銀行の普通株式の発行済株式総数230,755,291株(平成27年３月31日時点)、鹿児島銀行の普通株式の発

行済株式総数210,403,655株(平成27年３月31日時点)に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出

しております。但し、当該株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合(具体的に

は、後記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要　３　組

織再編成に係る契約　(2) 株式移転計画の内容」に記載した株式移転計画(以下、「本株式移転計画」とい

います。)第13条をご参照ください。以下、同じであります。)、両行協議の上、変更することがあります。

なお、両行は本株式移転により株式会社九州フィナンシャルグループ(以下、「当社」といいます。)が両行

の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下、「基準時」といいます。)までに、それぞれが保有する

自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を基準時において消却することを予定しているため、平成27年

３月31日時点で肥後銀行が保有する自己株式264,888株、平成27年３月31日時点で鹿児島銀行が保有する自

己株式582,481株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、肥後銀行又は

鹿児島銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成27年３月31日時点における自己

株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。

３　両行は、当社の普通株式について、株式会社東京証券取引所(以下、「東京証券取引所」といいます。)及び

証券会員制法人福岡証券取引所(以下、「福岡証券取引所」といいます。)に新規上場申請を行う予定であり

ます。

４　振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。

名称　　株式会社　証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

２ 【募集の方法】

株式移転によることとします。(注)１、２

(注) １　普通株式は、基準時における両行の最終の株主名簿に記載又は記録されたそれぞれの株主に、肥後銀行普通

株式１株に対して１株、鹿児島銀行普通株式１株に対して1.11株の割合で割り当てられ、各株主に対する発

行価格は発行価額の総額を発行数で除した額、そのうち資本金に組み入れられる額は資本組入額の総額を発

行数で除した額となります。発行価額の総額は、本届出書提出日において未確定でありますが、肥後銀行の

平成27年３月31日現在及び鹿児島銀行の平成27年３月31日現在における株主資本の額(簿価)を合算した金額

は479,220,525,029円であり、当該金額のうち36,000,000,000円が資本金に組み入れられます。

２　なお、当社は、前記「１　新規発行株式」に記載の当社の普通株式について、東京証券取引所への上場申請

手続(東京証券取引所有価証券上場規程第201条第２項)及び福岡証券取引所への上場申請手続(福岡証券取引

所有価証券上場規程第２条第２項)を行い、いわゆるテクニカル上場(東京証券取引所有価証券上場規程第２

条第(73)号、第208条及び福岡証券取引所有価証券上場規程第20条)により平成27年10月１日より東京証券取

引所及び福岡証券取引所に上場する予定であります。テクニカル上場とは、上場会社が非上場会社と合併す

ることによって解散する場合や、株式交換、株式移転により非上場会社の完全子会社となる場合に、その非

上場会社が発行する株式(効力発生日等から６か月以内に上場申請するものに限ります(東京証券取引所有価

証券上場規程施行規則第216条第１項及び福岡証券取引所株券上場審査基準第４条第６項)。)について、東

京証券取引所有価証券上場規程及び福岡証券取引所株券上場審査基準に定める流動性基準への適合状況を中

心に確認し、速やかな上場を認める制度であります。
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３ 【募集の条件】

(1) 【入札方式】

① 【入札による募集】

該当事項はありません。

 

② 【入札によらない募集】

該当事項はありません。

 

(2) 【ブックビルディング方式】

 該当事項はありません。

 

① 【申込取扱場所】

該当事項はありません。

 

② 【払込取扱場所】

該当事項はありません。

 

４ 【株式の引受け】

該当事項はありません。

 

５ 【新規発行による手取金の使途】

(1) 【新規発行による手取金の額】

該当事項はありません。

 

(2) 【手取金の使途】

該当事項はありません。

 

第２ 【売出要項】

 

該当事項はありません。

 

【募集又は売出しに関する特別記載事項】

東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場について

当社は、前記「第１　募集要項」における新規発行株式である当社普通株式について、前記「第１　募集要項　

２　募集の方法」(注)２記載のテクニカル上場の方法により、東京証券取引所及び福岡証券取引所への上場を予定し

ております。

 

第３ 【その他の記載事項】

 

該当事項はありません。
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第二部 【組織再編成(公開買付け)に関する情報】

 

第１ 【組織再編成(公開買付け)の概要】

 

１ 【組織再編成の目的等】

(1) 経営統合の目的及び理由

両行は、九州に本店を置く地方銀行としての社会的使命を果たすことで、地域のみなさまから厚いご愛顧をいた

だき、安定的な収益基盤を構築してまいりました。しかし、これからの銀行経営は、今後迎える人口減少や競争ス

テージの変化等、環境変化への対応力が一層求められるものと認識しております。

このような将来の環境変化を見据え、地方銀行として、地域とともに「地方創生」を実現していくためには、両

行の地元を中心とした九州での存在感を更に発揮できる磐石な経営基盤を確立し、広域化した新たな地域密着型ビ

ジネスモデルの創造が必要であると判断し、平成27年３月27日に両行間で経営統合契約書を締結するとともに、株

式移転計画書を共同で作成致しました。

経営統合により、以下の相乗効果を見込んでおります。

①　営業基盤拡充

九州における新たな金融グループとして、両行の地元を中心に営業基盤の拡充を図ってまいります。今後、グ

ループ一体となって金融機能の充実を図り、共同営業体制の構築、アジアにおける拠点の新設等を進め、より多

くのお客様の期待に応えるべく、最適かつ最良の総合金融サービスを提供してまいります。

②　地域金融機能拡充

両行の強みを活かした融資ノウハウや情報の共有体制を構築することで、地域金融機能の拡充を図ってまいり

ます。今後、グループのソリューション機能を最大限に発揮し、県の枠を越えて地域の課題解決に取り組むこと

で、地域とともに「地方創生」を実現してまいります。

③　経営の効率化

内部管理部門の集約化が可能となり、本部機能の効率化を図ってまいります。今後、お客様の利便性向上を前

提とした事務・システムの共通化を進め、コストシナジーの最大化に努めてまいります。
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(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

①　提出会社の企業集団の概要

ア　提出会社の概要

(1) 商　号
株式会社九州フィナンシャルグループ
（英文表示：Kyushu Financial Group,Inc.）

(2) 事業内容
銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びこれに付帯
関連する一切の業務

(3) 本店所在地 鹿児島市金生町６番６号

(4) 本社所在地 熊本市中央区練兵町１番地

(5) 代表者及び役員の就任
　　予定

代表取締役会長 甲斐　隆博 現　肥後銀行　取締役頭取

代表取締役社長 上村　基宏 現　鹿児島銀行　取締役頭取

取締役 下山　史一郎 現　肥後銀行　取締役専務執行役員

取締役 郡山　明久 現　鹿児島銀行　専務取締役

取締役 最上　剛 現　肥後銀行　取締役常務執行役員

取締役 松永　裕之 現　鹿児島銀行　取締役経営企画部長兼経営企画部

経営統合準備室長

取締役 津曲　耕治 現　鹿児島銀行　監査役

取締役 林田　達 現　肥後銀行　執行役員経営統合準備室長

取締役 渡辺　捷昭 現　トヨタ自動車株式会社　相談役

取締役 末吉　竹二郎 現　国連環境計画・金融イニシアチブ特別顧問

監査役 上野　豊德 現　肥後銀行　取締役専務執行役員

監査役 本村　悟 現　鹿児島銀行　監査役

監査役 関口　憲一 現　明治安田生命保険相互会社　特別顧問

監査役 田中　克郎 現　TMI総合法律事務所代表パートナー弁護士

監査役 田島　優子 現　弁護士
 

(6) 資 本 金 36,000百万円

(7) 純資産（連結） 現時点では確定しておりません。

(8) 総資産（連結） 現時点では確定しておりません。

(9) 決 算 期 ３月31日
 

(注) １　取締役　渡辺　捷昭、末吉　竹二郎は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　監査役　関口　憲一、田中　克郎、田島　優子は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
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イ　提出会社の企業集団の概要

当社は新設会社でありますので、本届出書提出日現在において企業集団はありませんが、平成27年10月１日

時点では以下のとおりとなる予定であります。

　

［事業系統図］
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当社設立後の、当社と両行の状況は以下のとおりであります。

両行は、両行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、平成27年10

月１日(予定)をもって、本株式移転により株式移転設立完全親会社たる当社を設立することについて合意して

おります。

会社名 住所
資本金

(百万円)
事業の内容

議決権の

所有割合
(％)

役員の兼任等

資金援助
営業上

の取引

設備の

賃貸借当社役員
(名)

当社従業員

(名)

(連結子会社)

株式会社肥後銀行

熊本市

中央区
18,128 銀行業 100.0

4

(予定)
未定 未定 未定 未定

株式会社鹿児島銀行 鹿児島市 18,130 銀行業 100.0
4

(予定)
未定 未定 未定 未定

 

(注) １　両行は、それぞれ有価証券報告書の提出会社であります。

２　両行は、当社の特定子会社に該当する予定であります。

３　本株式移転に伴う当社設立日(平成27年10月１日)をもって、両行は、当社の株式移転完全子会社となり、両

行は平成27年９月28日をもって上場廃止となる予定であります。

　

当社の完全子会社となる両行の平成27年３月期末日(平成27年３月31日)時点(但し、当該日よりも後の時点の

事実関係であることを明記した注記の記載についてはその時点)の状況については、以下のとおりであります。

　

肥後銀行の概要

(ⅰ)事業内容

肥後銀行の事業内容につきましては、後記「第三部　企業情報　第１　企業の概況　３　事業の内容　(1)

肥後銀行」をご参照ください。

　

(ⅱ)関係会社の状況

名称 住所
資本金又は
出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有
(又は被所有)

割合(％)

肥後銀行との関係内容

役員の

兼任等(人)
資金援助

営業上の

取引

設備の

賃貸借
業務提携

(連結子会社)

肥銀リース

株式会社

熊本市

中央区
50

リース・貸付

業務

90.0
(10.0)
〔－〕

3
(3)

―

預金取引

関係

金銭貸借

関係

肥後銀行よ

り建物の一

部賃借

―

肥銀カード

株式会社

熊本市

中央区
100

ク レ ジ ッ ト

カード及び信

用保証業務

92.0
(22.9)
〔－〕

3
(3)

―

預金取引

関係

金銭貸借

関係

肥後銀行よ

り建物の一

部賃借

―

株式会社肥銀コン

ピュータサービス

熊本市

西区
20

計算受託及び

ソフト開発等

の業務

25.0
(20.0)

〔55.0〕

5
(4)

 
―

預金取引

関係

金銭貸借

関係

肥後銀行よ

り建物の一

部賃借

―

肥銀キャピタル

株式会社

熊本市

中央区
100

有価証券の取

得・保有・売

却及び企業診

断業務

35.0
(30.0)

〔30.0〕

4
(3)

―
預金取引

関係

肥後銀行よ

り建物の一

部賃借

―

株式会社肥銀

用度センター

熊本市

北区
30

文書等の整理

集配送及び物

品管理業務

100.0
3
(3)

―
預金取引

関係

肥後銀行よ

り建物の一

部賃借

―

肥銀ビジネス

開発株式会社

熊本市

中央区
30

労働者派遣及

び有料職業紹

介業務

100.0
3
(2)

―
預金取引

関係

肥後銀行よ

り建物の一

部賃借

―

肥銀事務サービス

株式会社

熊本市

西区
20

後方事務等業

務処理受託業

務

100.0
3
(2)

 
―

預金取引

関係

肥後銀行よ
り建物の一
部賃借

―

 

(注) １　上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社はありません。

２　上記関係会社のうち、有価証券報告書又は有価証券届出書を提出している会社はありません。

３　「議決権の所有割合」欄の(　)内は子会社による間接所有の割合(内書き)、[　]内は、「自己と出資、人

事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使する

と認められる者」又は「自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」による所有割

合(外書き)であります。

４　「肥後銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の(　)内は、肥後銀行の役員(内書き)であります。

５　肥銀リース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く)の連結経常収益に占める

割合が10％を超えておりますが、セグメント情報におけるリース業の経常収益の全てを占めているため、主

要な損益情報等の記載を省略しております。
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鹿児島銀行の概要

(ⅰ)事業内容

鹿児島銀行の事業内容につきましては、後記「第三部　企業情報　第１　企業の概況　３　事業の内容　(2)

鹿児島銀行」をご参照ください。

 
(ⅱ)関係会社の状況

名称 住所
資本金又
は出資金

(百万円)

主要な事業

の内容

議決権の所有
(又は被所有)
割合(％)

鹿児島銀行との関係内容

役員の

兼任等(人)
資金援助

営業上の

取引

設備の

賃貸借
業務提携

(連結子会社)          

かぎんオフィスビ

ジネス株式会社

鹿児島市山之

口町１番10号
30

事務受託業

労働者派遣業

(銀行業)

100.0
(2)

3
―

預金取引関

係

事務受託業

務関係労働

者派遣業務

関

係　　　　

― ―

かぎん会計サー

ビス株式会社

鹿児島市呉服

町３番10号
20

事務受託業

(銀行業)
100.0

(3)

3
―

預金取引関

係

事務受託業

務関係

鹿児島銀行

より建物の

一部賃借

―

かぎん代理店株

式会社

鹿児島市呉服

町３番10号
50

銀行代理業

(銀行業)
100.0

(3)

3
―

預金取引関

係

銀行代理業

務関係

鹿児島銀行

より建物の

一部賃借

―

鹿児島リース株

式会社

鹿児島市山之

口町１番10号
66

総合リース業

(リース業)

(48.5)

64.4

(2)

2
―

金銭貸借関

係

預金取引関

係

リース業務

関係

鹿児島銀行

より建物の

一部賃借

―

株式会社鹿児島

カード

鹿児島市山之

口町１番10号
50

クレジット業

(その他)

(38.0)

70.0

(2)

2
―

金銭貸借関

係

預金取引関

係

債務保証業

務関係

― ―

鹿児島保証サー

ビス株式会社

鹿児島市山之

口町１番10号
20

住宅ローン・

消費者ローン

の債務保証業

(その他)

(11.4)

86.9

(2)

2
―

金銭貸借関

係

預金取引関

係

債務保証業

務関係

― ―

株式会社鹿児島

経済研究所

鹿児島市呉服

町３番10号
20

経済調査・研

究業

経営相談業

(その他)

(50.0)

95.0

(3)

3
―

預金取引関

係

経済調査業

務関係

鹿児島銀行

より建物の

一部賃借

―

 

(注) １　「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。

２　上記関係会社のうち、特定子会社に該当する会社はありません。

３　上記関係会社のうち、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

４　「議決権の所有(又は被所有)割合」欄の( )内は子会社による間接所有の割合(内書き)であります。

５　「鹿児島銀行との関係内容」の「役員の兼任等」欄の( )内は、鹿児島銀行の役員(内書き)であります。

６　鹿児島リース株式会社については、経常収益(連結会社相互間の内部経常収益を除く)の連結経常収益に占め

る割合が10％を超えておりますが、セグメント情報におけるリース業の経常収益の全てを占めているため、

主要な損益情報等の記載を省略しております。
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②　提出会社の企業集団における組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係

ア　資本関係

本株式移転により、両行は当社の完全子会社になる予定であります。前記「①　提出会社の企業集団の概

要　イ　提出会社の企業集団の概要」の記載もご参照ください。

 
イ　役員の兼任関係

当社と当社の完全子会社である両行との役員の兼任関係は、前記「①　提出会社の企業集団の概要　ア　提

出会社の概要　イ　提出会社の企業集団の概要」の記載をご参照下さい。

 
ウ　取引関係

当社と当社の完全子会社である両行との取引関係は、未定であります。

 
２ 【組織再編成の当事会社の概要】

　該当事項はありません。

　

３ 【組織再編成に係る契約】

(1) 組織再編成に係る契約の内容の概要

両行は、両行の定時株主総会による承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、平成27年10月１

日(予定)をもって、当社を株式移転設立完全親会社、両行を株式移転完全子会社とする本株式移転を行うことを内

容とする株式移転計画を平成27年３月27日の両行取締役会において作成致しました。また、両行は、同日付で、共

同株式移転の方法により両行の完全親会社となる当社を設立して経営統合することを合意する経営統合契約書を締

結しております。

本株式移転計画に基づき、肥後銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式１株、鹿児島銀行の普通株式１株に

対して当社の普通株式1.11株を、それぞれ割当て交付いたします。本株式移転計画においては、平成27年６月23日

に開催される予定の肥後銀行の定時株主総会及び同日に開催される予定の鹿児島銀行の定時株主総会において、そ

れぞれ本株式移転計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求めるものとしております。その他、株

式移転計画においては、当社の商号、本店の所在地、役員、資本金及び準備金の額、株式上場、株主名簿管理人、

剰余金の配当等につき規定されています(詳細につきましては、後記「(2) 株式移転計画の内容」の記載をご参照く

ださい。)。

 
(2) 株式移転計画の内容

 

株式移転計画書（写）

 
株式会社肥後銀行（以下「甲」という。）及び株式会社鹿児島銀行（以下「乙」という。）は、共同株式移転の方法

による株式移転を行うことにつき合意したので、以下のとおり共同して株式移転計画書（以下「本計画」という。）を

作成する。

 
第１条（本株式移転）

本計画の定めるところに従い、甲及び乙は、共同株式移転の方法により新たに設立する株式移転設立完全親会社（以

下「新会社」という。）の成立日（第６条に定義する。以下同じ。）において、甲及び乙の発行済株式の全部を新会社

に取得させる株式移転（以下「本株式移転」という。）を行うものとし、これにより甲及び乙は新会社の完全子会社と

なる。
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第２条（新会社の目的、商号、本店の所在地、発行可能株式総数その他定款で定める事項）

1. 新会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数は以下のとおりとする。

(1) 目的

　　新会社の目的は、別紙の定款第２条記載のとおりとする。

(2) 商号

新会社の商号は、「株式会社九州フィナンシャルグループ」とし、英文では「Kyushu　Financial　Group，

Inc．」と表示する。

(3) 本店の所在地

新会社の本店の所在地は鹿児島県鹿児島市とし、本店の所在場所は鹿児島県鹿児島市金生町６番６号とする。

(4) 発行可能株式総数

新会社の発行可能株式総数は、1,000,000,000株とする。

2. 前項に掲げるもののほか、新会社の定款で定める事項は、別紙の定款記載のとおりとする。

 
第３条（新会社の設立時取締役及び設立時監査役の氏名並びに設立時会計監査人の名称）

1. 新会社の設立時取締役の氏名は次のとおりとする。

 代表取締役　　　甲斐　隆博  

　 代表取締役　　　上村　基宏

  取締役　　　　　下山　史一郎  

  取締役　　　　　郡山　明久

  取締役　　　　　最上　剛  

  取締役　　　　　松永　裕之

  取締役　　　　　津曲　耕治  

  取締役　　　　　林田　達  

  社外取締役　　　渡辺　捷昭

  社外取締役　　　末吉　竹二郎

2. 新会社の設立時監査役の氏名は次のとおりとする。

 監査役　　　　　上野　豊德  

  監査役　　　　　本村　悟

  社外監査役　　　関口　憲一

  社外監査役　　　田中　克郎

  社外監査役　　　田島　優子

3. 新会社の設立時会計監査人の名称は次のとおりとする。

有限責任監査法人トーマツ

 
第４条（本株式移転に際して交付する株式及びその割当て）

1. 新会社は、本株式移転に際して、甲及び乙の発行済株式の全部を取得する時点の直前時（以下「基準時」とい

う。）における甲及び乙の株主に対し、それぞれその所有する甲及び乙の株式に代わり、(i) 甲が基準時に発行し

ている株式数の合計に１を乗じた数、及び (ii)乙が基準時に発行している株式数の合計に1.11を乗じた数を合計し

た数と同数の新会社の株式（以下「交付株式」という。）を交付する。

2. 新会社は、前項の定めにより交付される交付株式を、基準時における甲及び乙の株主に対して、以下の割合（以下

「株式移転比率」という。）をもって割り当てる。

(1) 甲の株主に対しては、その所有する甲の株式１株に対して新会社の株式１株

(2) 乙の株主に対しては、その所有する乙の株式１株に対して新会社の株式1.11株

3. 前二項の計算において、１株に満たない端数が生じる場合には、会社法（平成17年７月26日法律第86号。その後の

改正を含む。以下同じ。）第234条その他関係法令の規定に従い処理するものとする。
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第５条（新会社の資本金及び準備金の額）

新会社設立日における新会社の資本金及び準備金の額は、次のとおりとする。

(1) 資本金の額　　　　　 36,000,000,000円

(2) 資本準備金の額 　　 9,000,000,000円

(3) 利益準備金の額                   0円

(4) 資本剰余金の額 　　　会社計算規則第52条第１項に定める株主資本変動額から上記(1)及び(2)の額の合計額を減

じて得た額

 
第６条（新会社の成立日）

新会社の設立の登記をすべき日（本計画において「成立日」という。）は、平成27年10月１日とする。但し、本株式

移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、合意によりこれを変更することができ

る。

 
第７条（株式移転計画承認株主総会）

1. 甲は、平成27年６月23日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関す

る決議を求めるものとする。

2. 乙は、平成27年６月23日を開催日として定時株主総会を招集し、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項に関す

る決議を求めるものとする。

3. 本株式移転の手続進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、甲乙協議の上、前二項に定める本計画の承認

及び本株式移転に必要な事項に関する決議を求める各株主総会の開催日を変更することができる。

 
第８条（株式上場、株主名簿管理人）

1. 新会社は、成立日において、その発行する株式の株式会社東京証券取引所及び証券会員制法人福岡証券取引所への

上場を予定するものとし、甲乙協議の上、可能な限り相互に協力して当該上場に必要な手続を行う。

2. 新会社の設立時における株主名簿管理人は、みずほ信託銀行株式会社とする。

 
第９条（剰余金の配当）

1. 甲は、①平成27年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲の株式を有する株主又は登録株式質権者に対

して、株式１株あたり６円を限度として、②平成27年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された甲の株式を

有する株主又は登録株式質権者に対して、株式１株あたり５円を限度として、それぞれ剰余金の配当を行うことが

できる。

2. 乙は、①平成27年３月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙の株式を有する株主又は登録株式質権者に対

して、株式１株あたり5.5円を限度として、②平成27年９月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された乙の株式を

有する株主又は登録株式質権者に対して、株式１株あたり５円を限度として、それぞれ剰余金の配当を行うことが

できる。

3. 甲及び乙は、前二項に定める場合を除き、本計画作成後新会社の成立日までの間、新会社の成立日以前を基準日と

する剰余金の配当決議を行ってはならない。但し、甲及び乙にて協議の上、合意をした場合についてはこの限りで

ない。

 
第10条（自己株式の消却）

甲及び乙は、新会社の成立日の前日までに開催されるそれぞれの取締役会の決議により、それぞれが基準時において

保有する自己株式（本株式移転に際して行使される会社法第806条第１項に定める反対株主の株式買取請求に応じて取得

する自己株式を含む。）の全部を消却するものとする。
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第11条（会社財産の管理等）

甲及び乙は、本計画作成後新会社の成立日までの間、それぞれ善良な管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに

財産の管理及び運営を行い、かつ、それぞれの子会社をして善良なる管理者の注意をもって自らの業務の遂行並びに財

産の管理及び運営を行わせるものとし、それぞれの財産又は権利義務に重大な影響を及ぼし得る行為については、本計

画において別途定める場合を除き、あらかじめ甲及び乙が協議し、合意の上、これを行い、又はこれを行わせる。

 
第12条（本計画の効力）

本計画は、第７条に定める甲若しくは乙の株主総会のいずれかにおいて、本計画の承認及び本株式移転に必要な事項

に関する決議が得られなかった場合、新会社の成立日までに本株式移転を行うにあたり必要な関係当局の許可（本株式

移転に関する銀行法第52条の17第１項に規定される認可を含むがこれに限らない。）が得られなかった場合、又は、次

条に基づき本株式移転を中止する場合には、その効力を失うものとする。

 
第13条（株式移転条件の変更及び本株式移転の中止）

本計画の作成後新会社成立日までの間において、甲若しくは乙の財産状態若しくは経営状態に重大な変更が発生した

場合又は重大な影響を与える事由があることが判明した場合、本株式移転の実行に重大な支障となる事態が生じ若しく

は明らかとなった場合、その他本計画の目的の達成が著しく困難となった場合には、甲及び乙は協議の上、本株式移転

の条件その他本計画の内容を変更し、又は本株式移転を中止することができる。

 
第14条（協議事項）

本計画に定める事項のほか、本計画に定めがない事項、その他本株式移転に必要な事項は、本計画の趣旨に従い、甲

及び乙が別途協議し、合意の上定める。

 
以上、本計画の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。

 
平成27年３月27日

 
甲： 熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５

　　 株式会社肥後銀行

　　 取締役頭取　甲斐　隆博

 
乙： 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号

　　 株式会社鹿児島銀行

    取締役頭取　上村　基宏
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別紙

株式会社九州フィナンシャルグループ

　

定　　　　　款

　

第１章　　総　　則

(商号)

第１条　当会社は、株式会社九州フィナンシャルグループと称し、英文ではKyushu Financial Group,Inc.と表示

する。

　

(目的)

第２条　当会社は、銀行持株会社として、次の業務を営むことを目的とする。

（１）銀行、その他銀行法により子会社とすることのできる会社の経営管理

（２）その他前号の業務に付帯関連する一切の事業

　

(本店の所在地)

第３条　当会社は本店を鹿児島県鹿児島市に置く。

　

(機関)

第４条　当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。

（１）取締役会

（２）監査役

（３）監査役会

（４）会計監査人

　

(公告方法)

第５条　当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合は、熊本市において発行する熊本日日新聞及び鹿児島市において発行する南日

本新聞並びに日本経済新聞に掲載して行う。

　

第２章　　株　　式

(発行可能株式総数)

第６条　当会社の発行可能株式総数は、1,000,000,000株とする。

　

(自己株式の取得)

第７条　当会社は会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得

することができる。

　

（単元株式数）

第８条　当会社の単元株式数は、100株とする。

　

（単元未満株式についての権利）

第９条　当会社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができな

い。

（１）会社法第189条第２項各号に掲げる権利

（２）会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

（３）株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

（４）次条に定める請求をする権利
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（単元未満株式の買増し）

第10条　当会社の株主は、株式取扱規程に定めるところにより、その有する単元未満株式の数と併せて単元株式数

となる数の株式を売り渡すことを当会社に請求することができる。

 
（株主名簿管理人）

第11条　当会社は、株主名簿管理人を置く。

 ２　株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって定め、これを公告する。

３　当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置きその他の株主名簿及び新株予約権原簿に関する事

務は、これを株主名簿管理人に委託し、当会社においては取り扱わない。

 
（株式取扱規程）

第12条　当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める株式取扱規

程による。

 
第３章　株主総会

（招集）

第13条　当会社の定時株主総会は、毎事業年度が終了した日の翌日から３ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必

要あるときに随時これを招集する。

 
（定時株主総会の基準日）

第14条　当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年３月31日とする。

 
（招集権者及び議長）

第15条　株主総会は、取締役社長がこれを招集し、議長となる。

２　取締役社長に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が株主総会を

招集し、議長となる。

 
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）

第16条　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は

表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示する

ことにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。

 
（決議の方法）

第17条　株主総会の決議は、法令又は本定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することがで

きる株主の議決権の過半数をもって行う。

２　会社法第309条第２項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する

株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う。

 
（議決権の代理行使）

第18条　株主は、当会社の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。

 ２　前項の株主又は代理人は、株主総会ごとに代理権を証明する書面を当会社に提出しなければならない。

 
（議事録）

第19条　株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他法令に定める事項については、これを議事

録に記載又は記録する。
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第４章　取締役及び取締役会

（取締役の員数）

第20条　当会社の取締役は、14名以内とする。

 
（選任方法）

第21条　取締役は、株主総会において選任する。

２　取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

 ３　取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。

 
（任期）

第22条　取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。

 
（代表取締役及び役付取締役）

第23条　取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。

２　取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各１名を定めるものとし、必要に応じて取締役副社

長、専務取締役、常務取締役各若干名を定めることができる。

 
（取締役会）

第24条　取締役会は、法令及び定款に定める事項のほか、当会社の重要な業務執行を決定する。

 
（取締役会の招集権者及び議長）

第25条　取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会長がこれを招集し、議長となる。

２　取締役会長に欠員又は事故があるときは取締役社長が、取締役会長及び取締役社長に事故があるときは取締

役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、議長となる。

 
（取締役会の招集通知）

第26条　取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要

があるときは、この期間を短縮することができる。

２　取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。

 
（取締役会の決議の省略）

第27条　当会社は、会社法第370条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。

 
（取締役会規程）

第28条　取締役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程による。

 
（報酬等）

第29条　取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下、「報酬等」と

いう。）は、株主総会の決議によって定める。

 
（取締役の責任限定）

第30条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役又は支配人その他の使用人である

ものを除く。）との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ

し、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。
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第５章　監査役及び監査役会

（員数）

第31条　当会社の監査役は、６名以内とする。

 
（選任方法）

第32条　監査役は、株主総会において選任する。

２　監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、

その議決権の過半数をもって行う。

 
（任期）

第33条　監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする。

２　任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する

時までとする。

 
（常勤の監査役）

第34条　監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。

 
（監査役会）

第35条　監査役会は、法令に定める権限を有するほか、監査役の権限の行使を妨げない範囲内で、監査役の職務執

行に関する事項を決定する。

 
（監査役会の招集通知）

第36条　監査役会の招集通知は、会日の５日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるとき

は、この期間を短縮することができる。

 ２　監査役全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。

 
（監査役会規程）

第37条　監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。

 
（報酬等）

第38条　監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。

 
（監査役の責任限定）

第39条　当会社は、会社法第427条第１項の規定により、監査役との間に、同法第423条第１項の損害賠償責任を限

定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とす

る。

 
第６章　会計監査人

（会計監査人の選任）

第40条　当会社の会計監査人は、株主総会において選任する。

 
（会計監査人の任期）

第41条　会計監査人の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結

の時までとする。

２　会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において

再任されたものとみなす。
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第７章　計算

（事業年度）

第42条　当会社の事業年度は、毎年４月１日から翌年３月31日までの１年とする。

 
（剰余金の配当等の決定機関）

第43条　当会社は、剰余金の配当等の会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある

場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める。

 
（剰余金の配当の基準日）

第44条　当会社の期末配当の基準日は、毎年３月31日とする。

 ２　当会社の中間配当の基準日は、毎年９月30日とする。

 ３　前各項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。

 
（配当金の除斥期間）

第45条　期末配当及び中間配当が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されない

ときは、当会社はその支払義務を免れる。

 
附　　則

(最初の事業年度)

第１条　第42条の規定にかかわらず、当会社の最初の事業年度は、当会社の成立の日から平成28年３月31日までと

する。

 
(最初の取締役及び監査役の報酬等)

第２条　第29条及び第38条の規定にかかわらず、当会社の成立の日から最初の定時株主総会終結の時までの取締役

の報酬等は月額総額2,500万円以内、最初の定時株主総会終結の時までの監査役の報酬等は月額総額1,000万

円以内とする。

 
(本附則の削除)

第３条　本附則は、当会社の成立後最初の定時株主総会終結の時をもって削るものとする。

以　上
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４ 【組織再編成に係る割当ての内容及びその算定根拠】

(1) 株式移転比率

会社名 肥後銀行 鹿児島銀行

株式移転比率 1 1.11
 

(注) １　株式の割当比率

肥後銀行の普通株式１株に対して、当社の普通株式１株を、鹿児島銀行の普通株式１株に対して、当社の普

通株式1.11株を割当交付いたします。株式移転計画に基づき肥後銀行の株主に交付される当社の株式の総数

と鹿児島銀行の株主に交付される当社の株式の総数が概ね同数(「１対１」)となっております。なお、当社

の単元株式数は100株とする予定であります。

本株式移転により、両行の株主に交付しなければならない当社の普通株式の数に１株に満たない端数が生じ

た場合には、会社法(平成17年７月26日法律第86号。その後の改正を含みます。以下同じであります。)第

234条その他関連法令の規定に従い、当該株主に対し１株に満たない端数部分に応じた金額をお支払いいた

します。但し、上記株式移転比率は、株式移転計画作成後当社成立日までの間において、肥後銀行若しくは

鹿児島銀行の財産状態若しくは経営状態に重大な変更が発生した場合又は重大な影響を与える事由があるこ

とが判明した場合等には、両行で協議の上、変更することがあります。

２　当社が交付する新株式数(予定)

普通株式：463,391,906株

上記は、肥後銀行の平成27年３月31日時点における普通株式の発行済株式総数230,755,291株及び鹿児島銀

行の平成27年３月31日時点における普通株式の発行済株式総数210,403,655株を前提として算出しておりま

す。但し、当社が両行の発行済株式の全部を取得する時点の直前時(以下、「基準時」といいます。)まで

に、それぞれが保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲の株式を消却する予定であるため、肥後銀行

の平成27年３月31日時点における自己株式数264,888株及び鹿児島銀行の平成27年３月31日時点における自

己株式数582,481株は、上記の算出において、新株式交付の対象から除外しております。

なお、肥後銀行又は鹿児島銀行の株主から株式買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成27年３月31

日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあり

ます。

３　単元未満株式の取扱い

本株式移転により、１単元(100株)未満の当社の普通株式(以下、「単元未満株式」といいます。)の割当て

を受ける両行の株主につきましては、その保有する単元未満株式を東京証券取引所その他の金融商品取引所

において売却することはできません。そのような単元未満株式を保有することとなる株主は、会社法第192

条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式を買い取ることを請求することが可能

であります。また、会社法第194条第１項の規定に基づき、当社に対し、自己の保有する単元未満株式の数

と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求することも可能であります。

　

(2) 株式移転比率の算定根拠等

①　算定の基礎

両行は、前記「(1) 株式移転比率」記載の株式移転比率の決定にあたって公正性を期すため、肥後銀行はみず

ほ証券株式会社(以下、「みずほ証券」といいます。)を第三者算定機関として選定し、また、鹿児島銀行は大和

証券株式会社(以下、「大和証券」といいます。)を第三者算定機関として選定し、それぞれ株式移転比率の算定

を依頼しました。

みずほ証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場し

ており、市場株価が存在することから市場株価法による算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場類似会社

が複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法による算定を行い、更

に、将来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮し

た後の株主に帰属する利益を資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評

価に広く利用されるDDM法による算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりであります。下記の

株式移転比率の算定レンジは、肥後銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式を１株割り当てる場合に、鹿児

島銀行の普通株式１株に対して割り当てる当社の普通株式数の算定レンジを記載したものであります。

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ

1 市場株価法 1.116～1.143

2 類似会社比較法 0.910～1.252

3 DDM法 1.017～1.220
 

なお、市場株価法では、平成27年３月26日(以下、「基準日」といいます。)を基準として、基準日の株価終値

及び基準日までの１週間、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしました。
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みずほ証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた情報及び公開情報を使用し、それらの資

料、情報等が全て正確かつ完全なものであることを前提としており、独自にそれらの正確性及び完全性の検証を

行っておりません。また、両行及びそれらの関係会社の資産又は負債(偶発債務を含みます。)について、個別の

資産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、第三者機関への依頼も行って

おりません。みずほ証券の株式移転比率の算定は、平成27年３月26日までの情報及び経済条件を反映したもので

あり、また、両行の財務予測(利益計画その他の情報を含みます。)については、両行の経営陣により、現時点で

得られる最善の予測及び判断に基づき合理的に作成されたものであることを前提としております。なお、みずほ

証券がDDM法において使用した算定の基礎となる両行の将来の利益計画においては、大幅な増減益を見込んでおり

ません。

大和証券は、両行の株式移転比率について、両行が東京証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場して

おり、市場株価が存在することから市場株価法による算定を行うとともに、両行とも比較可能な上場類似会社が

複数存在し、類似会社比較による株式価値の類推が可能であることから類似会社比較法による算定を行い、更に

将来の事業活動の状況を評価に反映するため、一定の資本構成を維持するために必要な内部留保等を考慮した後

の株主に帰属する利益を資本コストで現在価値に割り引くことで株式価値を分析する手法で、金融機関の評価に

広く利用されるDDM法による算定を行いました。各手法における算定結果は以下のとおりであります。下記の株式

移転比率の算定レンジは、肥後銀行の普通株式１株に対して当社の普通株式を１株割り当てる場合に、鹿児島銀

行の普通株式１株に対して割り当てる当社の普通株式数の算定レンジを記載したものであります。

 採用手法 株式移転比率の算定レンジ

1 市場株価法 1.116～1.143

2 類似会社比較法 0.845～1.312

3 DDM法 1.025～1.199
 

なお、市場株価法では、株式移転比率算定書作成日である平成27年３月26日(基準日)を基準として、基準日の

株価終値及び基準日までの１週間、１ヶ月間、３ヶ月間、６ヶ月間の各株価終値平均に基づき算定いたしまし

た。

大和証券は、株式移転比率の算定に際して、両行から提供を受けた資料及び情報、一般に公開された情報等を

原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象とした全ての資料及び情報等が全て正確かつ完全なものである

ことを前提としており、これらの資料及び情報について独自にその正確性及び完全性の検証を行っておらず、ま

たその義務を負うものではありません。また、大和証券は、両行及びそれらの関係会社の全ての資産又は負債(金

融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶発債務を含みますが、これらに限られません。)について、個別の資

産及び負債の分析及び評価を含め、独自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者機関への評価、鑑定

又は査定の依頼も行っておりません。大和証券は、提供された両行それぞれの事業計画、財務予測その他将来に

関する情報が、両行それぞれの経営陣による現時点において可能な最善の予測と判断に基づき、合理的に作成さ

れていることを前提としており、鹿児島銀行の同意を得て、独自に検証することなくこれらの情報に依拠してお

ります。算定の基礎となる両行の将来の財務予測には、大幅な増減益を見込んでいる事業年度はありません。大

和証券の算定は、平成27年３月26日現在における金融、経済、市場その他の状況を前提としております。

 
②　算定の経緯

上記のとおり、肥後銀行はみずほ証券に、鹿児島銀行は大和証券にそれぞれ本株式移転に用いられる株式移転

比率の算定を依頼し、当該第三者算定機関による算定結果を参考に、両行それぞれが相手方に対して実施した

デュー・ディリジェンスの結果等を踏まえて、両行の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的

に勘案し、両行間で株式移転比率について慎重に交渉・協議を重ねました結果、平成27年３月27日付にて、最終

的に上記株式移転比率が妥当であるという判断に至り、本株式移転における株式移転比率を決定し、合意いたし

ました。

 
③　算定機関との関係

肥後銀行の第三者算定機関であるみずほ証券及び鹿児島銀行の第三者算定機関である大和証券は、それぞれ両

行の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有しておりません。
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④　フェアネス・オピニオンの取得

肥後銀行はみずほ証券から平成27年３月26日付にて、一定の条件をもとに、本株式移転における株式移転比率

は、肥後銀行の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取得してお

ります。みずほ証券は、両行の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係を有し

ておりません。(注) １

また、鹿児島銀行は大和証券から平成27年３月26日付にて、一定の条件をもとに、本株式移転における株式移

転比率は、鹿児島銀行の普通株主にとって財務的見地から公正である旨の意見書(フェアネス・オピニオン)を取

得しております。大和証券は、両行の関連当事者には該当せず、本株式移転に関して記載すべき重要な利害関係

を有しておりません。(注) ２

(注) １　みずほ証券は、平成27年３月26日に本株式移転比率が、肥後銀行の普通株主にとって財務的見地から妥当で

ある旨の意見書（以下、「本フェアネス・オピニオン」といいます。）を出状しておりますが、その出状に

あたっては、以下の点を前提条件としております。

みずほ証券は、本フェアネス・オピニオンにおける意見表明にあたり、みずほ証券が検討した全ての公開情

報及び両行からみずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した財務その他の情報で本フェアネス・

オピニオンにおける分析の実質的な根拠となった情報の全てが、正確かつ完全であることに依拠し、それを

前提としております。なお、みずほ証券は、かかる情報の正確性若しくは完全性につき独自に検証は行って

おらず、また、これらを独自に検証する責任又は義務を負いません。本フェアネス・オピニオンで表明され

る結論は、みずほ証券に提供され又はみずほ証券が両行と協議した情報について、かかる情報を重大な誤り

とする事項があった場合、又は本フェアネス・オピニオン交付時点で開示されていない事実や状況若しくは

本フェアネス・オピニオン交付時点以降に発生した事実や状況（本フェアネス・オピニオン交付時点におい

て潜在的に存在した事実で、その後明らかになった事実を含む。）があった場合には、異なる可能性があり

ます。みずほ証券は、各行の経営陣が、みずほ証券に提供され又はみずほ証券と協議した情報を不完全若し

くは誤解を招くようなものとするような事実を一切認識していないことを前提としています。さらに、みず

ほ証券は、各行又はその関係会社の資産・負債（デリバティブ取引、簿外資産・負債その他の偶発債務を含

む。）又は引当につき独自に評価・鑑定を行っておらず、いかなる評価又は鑑定についても、独自に第三者

から提供を受けたことはなく、また、第三者に要求しておりません。みずほ証券は、各行又はその関係会社

の財産又は施設を検査する義務を負っておらず、また、倒産、破産等に関する法律に基づいて各行又はその

関係会社の株主資本、支払能力又は公正価格についての評価を行っておりません。

なお、みずほ証券が提供を受けた財務予測その他の将来に関する情報（将来の収益及び費用に関する予想、

費用節減の見通し並びに各行の事業計画を含む。）については、両行及び両行の関係会社の将来の経営成績

及び財務状況に関し現時点で得られる最善の予測及び判断に基づき、各行の経営陣によって合理的に準備・

作成されたことを前提とし、かつ、みずほ証券は、かかる財務予測及び事業計画の実現可能性について独自

に検証することなく、これらの財務予測及び事業計画に依拠しかつこれらの情報の正確性、妥当性及び実現

可能性について独自の検証は行っておらず、本フェアネス・オピニオンで言及される分析若しくは予想又は

それらの基礎となる仮定に関して何らの見解も表明しておりません。本株式移転による両行統合のシナジー

効果については、みずほ証券は本フェアネス・オピニオンの交付時点において意見表明に重要な影響を及ぼ

す可能性を定量的に評価できる事項は認識しておらず、本フェアネス・オピニオンにおける検討ではこれを

盛り込んでおりません。また、単独の企業としてか統合後であるかにかかわらず、両行の将来の見通し、計

画又は存続可能性についていかなる意見も表明しておりません。みずほ証券は、法律、規制又は税務関連の

専門家ではなく、かかる事項については、両行のアドバイザーが行った評価に依拠しております。なお、本

株式移転は、日本の法人税法上、両行につき課税されない取引であること、及び本株式移転に関するその他

の課税関係が本株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提としています。

みずほ証券は、独自に検証を行うことなく、本株式移転が適時に完了すること、並びに両行又は本株式移転

で期待される利益に何らの悪影響を及ぼすことなく、本株式移転の完了に必要なすべての重要な、政府、規

制当局その他の同意及び承認（法令又は契約に基づくものであるか否かを問わない。）を得ることができる

こと、またかかる同意及び承認の内容が本株式移転比率に影響を及ぼさないことを前提としています。

本フェアネス・オピニオンは、必然的に、本フェアネス・オピニオンの出状日現在存在し、評価できる財

務、経済、市場その他の状況を前提としており、かつ、本フェアネス・オピニオンの出状日現在みずほ証券

が入手している情報に依拠しています。また、本フェアネス・オピニオンの出状日現在みずほ証券が入手し

ている情報若しくは係る情報に潜在的に含まれている事実についても、本フェアネス・オピニオンの出状日

現在において係る情報・事実が両行の企業価値に及ぼす影響が必ずしも明らかではないものについては、み

ずほ証券は検討の対象としていません。従って、本フェアネス・オピニオンの出状日以降に本フェアネス・

オピニオンにおける検討の前提とした事実に変更若しくは影響が発生した場合、又は前記のように潜在的な

事実が判明したことによる企業価値への影響が明らかになった場合等において、みずほ証券の意見が影響を

受ける可能性がありますが、みずほ証券は本フェアネス・オピニオンを変更、更新、補足又は再確認する責

任を負いません。

みずほ証券の意見は、本株式移転比率が本フェアネス・オピニオンの日付現在の肥後銀行の普通株主にとっ

て財務的見地から妥当であるか否かに限定されており、みずほ証券は、肥後銀行の他の種類の証券保有者、

債権者その他の関係者にとっての本株式移転の妥当性について意見を表明するものではありません。
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２　大和証券は、鹿児島銀行及び肥後銀行で合意された株式移転比率が鹿児島銀行の普通株主にとって財務的見

地から公正である旨の意見書（以下、「本フェアネス・オピニオン」といいます。）を提出するに際して、

株式移転比率の分析及び検討を行っておりますが、当該分析及び検討においては、鹿児島銀行及び肥後銀行

から提供を受けた資料及び情報、一般に公開された情報を原則としてそのまま使用し、分析及び検討の対象

とした全ての資料及び情報が正確かつ完全であることを前提としており、これらの資料及び情報の正確性又

は完全性に関し独自の検証を行っておらず、またその義務を負うものではありません。また、鹿児島銀行及

び肥後銀行並びにそれらの関係会社の全ての資産又は負債（金融派生商品、簿外資産及び負債、その他の偶

発債務を含みますが、これらに限られません。）について、個別の資産及び負債の分析及び評価を含め、独

自に評価、鑑定又は査定を行っておらず、また第三者機関への評価、鑑定又は査定の依頼も行っておりませ

ん。さらに、本フェアネス・オピニオンに記載された意見に影響を与える可能性のある鹿児島銀行及び肥後

銀行並びにこれらの関係会社の事実（偶発債務及び訴訟等を含む。）については、現在及び将来にわたり未

開示の事実が無いことを前提としています。大和証券は、提供された鹿児島銀行及び肥後銀行の事業計画、

財務予測その他将来に関する情報が、鹿児島銀行及び肥後銀行の経営陣による現時点において可能な最善の

予測と判断に基づき、合理的に作成されていることを前提としており、鹿児島銀行の同意を得て、独自に検

証することなくこれらの情報に依拠しております。また、大和証券は、本株式移転の実行に必要な全ての政

府、規制当局その他の者の同意又は許認可が、本株式移転により期待される利益に悪影響を与えることなく

取得されることも前提としています。なお、大和証券による株式移転比率の分析は、平成27年３月26日現在

における金融、経済、市場その他の状況を前提としております。

大和証券は、本株式移転の実行に関する鹿児島銀行の意思決定、あるいは本株式移転と他の戦略的選択肢の

比較評価を検討することを鹿児島銀行から依頼されておらず、また検討しておりません。大和証券は、法

律、会計及び税務のいずれの専門家でもなく、本株式移転に関するいかなる事項の適法性及び有効性並びに

会計及び税務上の処理の妥当性について独自に分析及び検討を行っておらず、それらの義務を負うものでも

ありません。本フェアネス・オピニオンは、鹿児島銀行取締役会が株式移転比率を検討するための参考情報

として利用すること（以下、「本作成目的」といいます。）を唯一の目的として作成されたものであり、他

のいかなる目的のためにも、また他のいかなる者によっても、依拠又は使用することはできません。従っ

て、大和証券は、本フェアネス・オピニオンが本作成目的以外の目的で使用されることに起因又は関連して

生じ得る一切の責任を負うものではありません。本フェアネス・オピニオンに記載された大和証券の意見

は、鹿児島銀行の普通株主に対して本株式移転に関する議決権等の株主権の行使（反対株主の買取請求権の

行使を含みます。）、鹿児島銀行株式の譲渡又は譲受けその他の関連する事項について何らの推奨又は勧誘

を行うものではありません。大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、鹿児島銀行の普通株主に

とって株式移転比率が財務的見地から公正であるか否かについてのみ意見を述べるものであり、大和証券

は、鹿児島銀行の普通株主以外の第三者にとって公正であるか否か又はその他の事項についての意見を求め

られておらず、かつ、意見を述べておりません。大和証券は、本フェアネス・オピニオンにおいて、株式移

転比率の決定の基礎となる各前提事実若しくは仮定、又は鹿児島銀行の本株式移転に関する意思決定につい

て意見を述べるものではありません。また、大和証券は、本フェアネス・オピニオンの日付以降に取引され

る鹿児島銀行、肥後銀行及び当社の普通株式の価格について、いかなる意見を述べるものではありません。

 
５ 【組織再編成対象会社の発行有価証券と組織再編成によって発行される有価証券との相違】

　該当事項はありません。

 

６ 【組織再編成対象会社の発行する証券保有者の有する権利】

(1) 組織再編成対象会社の普通株式に関する取扱い

①　買取請求権の行使の方法について

肥後銀行

肥後銀行の普通株式の株主が、その有する肥後銀行の普通株式につき、肥後銀行に対して会社法第806条に定め

る反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成27年６月23日開催予定の定時株主総会に先立って本株式

移転に反対する旨を肥後銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、肥後銀行

が、上記定時株主総会の決議の日(平成27年６月23日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知又は同条第４

項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。

　

鹿児島銀行

鹿児島銀行の普通株式の株主が、その有する鹿児島銀行の普通株式につき、鹿児島銀行に対して会社法第806条

に定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成27年６月23日開催予定の定時株主総会に先立って

本株式移転に反対する旨を鹿児島銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、鹿

児島銀行が、上記定時株主総会の決議の日(平成27年６月23日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知又は

同条第４項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があ

ります。
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②　議決権の行使の方法について

肥後銀行

議決権の行使の方法としては、平成27年６月23日開催予定の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法が

あります(なお、株主は、肥後銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使することが

できます。この場合、当該株主又は代理人は、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、肥後銀行に

提出する必要があります。)。また、郵送または電磁的方法によって議決権を行使する方法もあります。

郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する招集通知に同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、

肥後銀行(みずほ信託銀行株式会社証券代行部気付)に平成27年６月22日の午後５時30分までに到達するように返

送することが必要となります。

なお、議決権行使書面に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱

います。

電磁的方法による議決権の行使は、平成27年６月22日の午後５時30分までに行うことが必要となります。

株主は、複数の議決権を有する場合、その有する議決権を統一しないで行使することができます。但し、当該

株主は、法定の通知期限までに、肥後銀行に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由を

通知する必要があります。また、肥後銀行は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該株主

がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

 
鹿児島銀行

議決権の行使の方法としては、平成27年６月23日開催予定の定時株主総会に出席して議決権を行使する方法が

あります(なお、株主は、鹿児島銀行の議決権を有する他の株主１名を代理人として、その議決権を行使すること

ができます。この場合、当該株主又は代理人は、当該定時株主総会に関する代理権を証明する書面を、鹿児島銀

行に提出する必要があります。)。また、郵送または電磁的方法によって議決権を行使する方法もあります。

郵送による議決権の行使は、上記定時株主総会に関する招集通知に同封の議決権行使書用紙に賛否を表示し、

鹿児島銀行(三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部気付)に平成27年６月22日の午後５時40分までに到達するよ

うに返送することが必要となります。

なお、議決権行使書面に各議案の賛否又は棄権の記載がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱

います。

電磁的方法による議決権の行使は、平成27年6月22日の午後５時40分までに行うことが必要となります。

株主は、複数の議決権を有する場合、その有する議決権を統一しないで行使することができます。但し、当該

株主は、法定の通知期限までに、鹿児島銀行に対してその有する議決権を統一しないで行使する旨及びその理由

を通知する必要があります。また、鹿児島銀行は、当該株主が他人のために株式を有する者でないときは、当該

株主がその有する議決権を統一しないで行使することを拒むことがあります。

 
③　組織再編成によって発行される株式の受取方法について

本株式移転によって発行される当社の普通株式は、基準時における両行の最終株主名簿に記載された両行の普

通株主に割り当てられます。

両行の普通株式の株主は、特段の手続を要することなく、自己の肥後銀行又は鹿児島銀行の株式が記録されて

いる振替口座に、当社の普通株式が記録されることにより、当社の株式を受け取ることができます。振替口座に

記録されていない場合には当社が普通株主のために開設する予定の特別口座に、当社の普通株式が記録されるこ

とにより、当社の株式を受け取ることができます。

 
(2) 組織再編成対象会社の新株予約権に関する取扱い

該当事項はありません。
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７ 【組織再編成に関する手続】

(1) 組織再編成に関し会社法等に基づき備置がなされている書類の種類及びその概要並びに当該書類の閲覧方法

本株式移転に関し、会社法第803条第１項及び会社法施行規則第206条の各規定に基づき、①株式移転計画、②会

社法第773条第１項第５号及び第６号に掲げる事項についての定めの相当性に関する事項、③肥後銀行においては鹿

児島銀行の、鹿児島銀行においては肥後銀行の最終事業年度に係る計算書類等の内容を記載した書面を、両行の本

店に平成27年６月９日よりそれぞれ備え置く予定であります。その他に、④肥後銀行又は鹿児島銀行の最終事業年

度の末日後に会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記書面の備置の開始日以降、本株式

移転効力発生日までの間に上記書面の記載事項に変更が生じたときは、その内容を記載した書面を追加で備え置く

ことといたします。

①の書類は、平成27年３月27日開催の両行の取締役会において承認された株式移転計画であります。②の書類

は、本株式移転に際して株式移転比率及びその株式移転比率の算定根拠並びに上記株式移転計画において定める当

社の資本金及び準備金の額に関する事項が相当であることを説明した書類であります。③の書類は、肥後銀行又は

鹿児島銀行の平成27年３月期の計算書類等に関する書類であります。④の書類は、肥後銀行又は鹿児島銀行の平成

27年３月期の末日後に、会社財産の状況に重要な影響を与える事象が生じたとき、又は上記①から③の書面の備置

開始後、本株式移転効力発生日までの間に同書面の記載事項に変更が生じたときに備え置かれるものであり、当該

事象又は変更内容を記載した書面であります。

これらの書類は、両行の本店で閲覧することができます。

　

(2) 株主総会等の組織再編成に係る手続の方法及び日程

平成27年３月27日 株式移転計画書作成・経営統合契約書締結承認取締役会(両行)

平成27年３月27日 株式移転計画書作成・経営統合契約書締結(両行)

平成27年３月31日 定時株主総会基準日(両行)

平成27年６月23日(予定) 株式移転計画承認定時株主総会(両行)

平成27年９月28日(予定) 東京証券取引所及び福岡証券取引所上場廃止日(両行)

平成27年10月１日(予定) 当社設立登記日(本株式移転効力発生日)

平成27年10月１日(予定) 当社株式上場日
 

　

但し、本株式移転の手続き進行上の必要性その他の事由により必要な場合は、両行で協議の上、日程を変更する

場合があります。

 

(3) 組織再編成対象会社が発行者である有価証券の所有者が当該組織再編成行為に際して買取請求権を行使する方法

肥後銀行

肥後銀行の普通株式の株主が、その有する肥後銀行の普通株式につき、肥後銀行に対して会社法第806条に定める

反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成27年６月23日開催予定の定時株主総会に先立って本株式移転

に反対する旨を肥後銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、肥後銀行が、上記

定時株主総会の決議の日(平成27年６月23日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知又は同条第４項の公告を

した日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。

 
鹿児島銀行

鹿児島銀行の普通株式の株主が、その有する鹿児島銀行の普通株式につき、鹿児島銀行に対して会社法第806条に

定める反対株主の株式買取請求権を行使するためには、平成27年６月23日開催予定の定時株主総会に先立って本株

式移転に反対する旨を鹿児島銀行に対し通知し、かつ、上記定時株主総会において本株式移転に反対し、鹿児島銀

行が、上記定時株主総会の決議の日(平成27年６月23日)から２週間以内の会社法第806条第３項の通知又は同条第４

項の公告をした日から20日以内に、その株式買取請求に係る普通株式の数を明らかにして行う必要があります。
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第２ 【統合財務情報】

 

(1) 当社

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において財務情報はありません。

　

(2) 組織再編成後の当社

上記のとおり、当社には本届出書提出日現在において財務情報はありませんが、両行の最近連結会計年度の主要

な経営指標である「経常収益」、「経常利益」及び「当期純利益」を合算すると、以下のとおりであります。もっ

とも、以下の数値は、単純な合算値に過ぎず、監査法人の監査証明を受けていない記載でありますことにご留意く

ださい。また、「経常収益」、「経常利益」及び「当期純利益」以外の指標等については、単純な合算を行うこと

も困難であり、また、単純に合算を行うと却って投資家の皆様の判断を誤らせるおそれがありますことから、合算

は行っておりません。

経常収益(百万円) 165,107

経常利益(百万円) 41,402

当期純利益(百万円) 26,495
 

　

(3) 組織再編成対象会社

当社の完全子会社となる両行の最近連結会計年度に係る主要な経営指標等については、それぞれ以下のとおりで

あります。
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①　肥後銀行

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 

(自平成22年
４月１日

至平成23年
３月31日)

(自平成23年
４月１日

至平成24年
３月31日)

(自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日)

(自平成25年
４月１日

至平成26年
３月31日)

(自平成26年
４月１日

至平成27年
３月31日)

連結経常収益 百万円 74,642 74,939 85,990 86,004 86,964

　うち連結信託報酬 百万円 ─ ─ ― ― ―

連結経常利益 百万円 16,183 21,743 20,436 19,904 21,553

連結当期純利益 百万円 10,895 10,814 13,710 11,826 12,887

連結包括利益 百万円 11,404 22,173 26,768 7,880 28,608

連結純資産額 百万円 230,690 249,898 274,655 277,808 302,233

連結総資産額 百万円 3,931,889 4,103,190 4,323,536 4,498,349 4,744,349

１株当たり純資産額 円 975.11 1,065.55 1,172.97 1,190.47 1,302.47

１株当たり当期純利益金額 円 46.01 46.12 58.96 51.08 55.91

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額

円 ― ― ― ― ―

自己資本比率 ％ 5.81 6.03 6.28 6.10 6.32

連結自己資本利益率 ％ 4.85 4.53 5.27 4.33 4.48

連結株価収益率 倍 10.08 10.62 10.19 10.76 13.18

営業活動による
キャッシュ・フロー

百万円 210,962 23,895 187,510 98,223 86,347

投資活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △87,756 △78,645 △172,519 △12,332 △32,828

財務活動による
キャッシュ・フロー

百万円 △2,929 △2,960 △2,619 △2,611 △2,322

現金及び現金同等物
の期末残高

百万円 187,939 130,222 142,590 225,862 277,075

従業員数
〔外、平均臨時従業員数〕

人
2,427 2,413 2,446 2,433 2,427
[677] [701] [695] [699] [692]

信託財産額 百万円 ― ― ― ― ―
 

(注) １　肥後銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　「１株当たり純資産額」、「１株当たり当期純利益金額」及び「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額」（以下「１株当たり情報」という。）の算定にあたっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準第２号）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第４号）を適用しております。

３　「潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額」は、潜在株式がないため記載しておりません。

４　自己資本比率は、（期末純資産の部合計－期末少数株主持分）を期末資産の部の合計で除して算出しており

ます。
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②　鹿児島銀行

主要な経営指標等の推移

連結経営指標等の推移

 

 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

 

(自平成22年
４月１日

至平成23年
３月31日)

(自平成23年
４月１日

至平成24年
３月31日)

(自平成24年
４月１日

至平成25年
３月31日)

(自平成25年
４月１日

至平成26年
３月31日)

(自平成26年
４月１日

至平成27年
３月31日)

連結経常収益 百万円 81,078 79,310 78,362 79,030 78,143

連結経常利益 百万円 13,154 18,051 14,126 14,646 19,848

連結当期純利益 百万円 7,135 8,749 7,786 9,653 13,607

連結包括利益 百万円 3,107 15,813 24,131 6,531 35,387

連結純資産額 百万円 250,368 264,488 286,811 288,864 319,670

連結総資産額 百万円 3,494,645 3,560,956 3,666,804 3,889,964 4,076,248

１株当たり純資産額 円 1,149.63 1,213.86 1,317.12 1,330.81 1,485.55

１株当たり当期純利益金額 円 33.98 41.68 37.10 46.00 64.85

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額
円 ― ― ― ― ―

自己資本比率 ％ 6.9 7.1 7.5 7.1 7.6

連結自己資本利益率 ％ 2.9 3.5 2.9 3.4 4.6

連結株価収益率 倍 16.5 12.6 17.9 14.2 12.5

営業活動による

キャッシュ・フロー
百万円 78,765 28,551 8,783 74,941 △73,112

投資活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △87,376 △37,259 △26,507 6,573 △90

財務活動による

キャッシュ・フロー
百万円 △1,722 △1,704 △1,822 △1,923 △1,923

現金及び現金同等物の

期末残高
百万円 117,881 107,466 87,940 167,545 92,437

従業員数

［外、平均臨時従業員数］
人

2,616 2,549 2,466 2,387 2,299

[580] [524] [439] [374] [382]
 

(注) １　鹿児島銀行及び連結子会社の消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

２　「１株当たり純資産額」及び「１株当たり当期純利益金額」(以下、「１株当たり情報」という。)の算定に

当たっては、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」(企業会計基準第２号)及び「１株当たり当期純利

益に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第４号)を適用しております。

３　潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式がないので記載しておりません。

４　自己資本比率は、(期末純資産の部合計－期末少数株主持分)を期末資産の部の合計で除して算出しておりま

す。

 

第３ 【発行者(その関連者)と組織再編成対象会社との重要な契約】

　

　該当事項はありません。
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第三部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】

前記「第二部 組織再編成（公開買付け）に関する情報 第２ 統合財務情報」に記載のとおりであります。

 

２ 【沿革】

平成27年３月27日 両行は、両行の株主総会の承認及び関係当局の許認可等を得られることを前提として、本

株式移転により共同で当社を設立することについて合意に達し、両行取締役会において本

株式移転に係る「株式移転計画書」の作成及び「経営統合契約書」の締結を決議致しまし

た。

平成27年６月23日

 

肥後銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を設立

し、両行がその完全子会社となることについて決議する予定であります。

平成27年６月23日 鹿児島銀行は、その定時株主総会において、両行が共同で株式移転の方法により当社を設

立し、両行がその完全子会社となることについて決議する予定であります。

平成27年10月１日 両行が株式移転の方法により当社を設立する予定であります。当社の普通株式を東京証券

取引所及び福岡証券取引所に上場する予定であります。
 

　

なお、完全子会社となる両行の沿革につきましては、両行の有価証券報告書(肥後銀行については平成26年６月25日

提出、鹿児島銀行については平成26年６月26日提出)をご参照ください。
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３ 【事業の内容】

当社は、銀行、その他銀行法により子会社とすることができる会社の経営管理及びそれに付帯する業務を行う予定

であります。

また、当社の完全子会社となる両行の平成27年３月期連結会計年度末日(平成27年３月31日)時点(但し、これらの日

よりも後の時点の事実関係であることを明記した注記の記載についてはその時点)における事業の内容は以下のとおり

であります。

 
(1) 肥後銀行

肥後銀行グループ(肥後銀行及び肥後銀行の関係会社)は、肥後銀行、連結子会社７社で構成され、銀行業務を中

心にリース業務、クレジットカード業務、信用保証業務等の金融サービスに係る業務を行っております。

肥後銀行グループの関連会社の事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりでありま

す。

〔銀行業〕

肥後銀行の本店ほか支店等において、預金業務、貸出業務、有価証券投資業務、内国為替業務、外国為替業務のほ

か、代理業務、国債等公共債及び証券投資信託・保険商品の窓口販売等業務並びに併営業務として遺言信託業務を行

い、お客様へ幅広い金融商品・サービスを提供しております。

また、連結子会社の株式会社肥銀用度センター、肥銀ビジネス開発株式会社、肥銀事務サービス株式会社におい

て、銀行の従属業務としての文書等の整理集配送業務、労働者派遣業務、後方事務等業務処理受託業務等を行ってお

ります。

〔リース業〕

連結子会社の肥銀リース株式会社において、リース・貸付業務等を行っております。

〔その他〕

上記の他に、連結子会社の肥銀カード株式会社、株式会社肥銀コンピュータサービス、肥銀キャピタル株式会社に

おいて、クレジットカード及び信用保証業務、計算受託及びソフト開発等の業務、有価証券の取得・保有・売却業務

等を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(平成27年３月31日現在)
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(2) 鹿児島銀行

鹿児島銀行グループ(鹿児島銀行及び鹿児島銀行の関係会社)は、鹿児島銀行及び連結子会社７社で構成され、銀

行業務を中心に、リース業務、クレジットカード業務などの金融サービスを提供しております。

鹿児島銀行グループの関連会社の事業に係る位置づけ及び事業の種類別セグメントとの関連は次のとおりであり

ます。

〔銀行業〕

鹿児島銀行は、本店ほか支店等において、預金業務、貸出業務、為替業務、有価証券投資業務、投資信託・保険商

品の窓口販売業務、並びにこれらに付随する業務を行っております。

また、連結子会社のかぎんオフィスビジネス株式会社においては担保評価業務及び労働者派遣業務等を、かぎん会

計サービス株式会社においては連結子会社の経理業務及び連結決算業務を、かぎん代理店株式会社においては銀行代

理業務を行っております。

〔リース業〕

連結子会社の鹿児島リース株式会社においては、リース業務・金銭の貸付業務等を行っております。

〔その他〕

連結子会社の株式会社鹿児島カードにおいてはクレジットカード業務・債務保証業務・金銭貸付業務等を、鹿児島

保証サービス株式会社においては債務保証業務を、株式会社鹿児島経済研究所においては金融・経済の調査・研究、

経営相談業務等を行っております。

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。

(平成27年３月31日現在)
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４ 【関係会社の状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において関係会社はありませんが、当社の完全子会社となる両行

それぞれの関係会社の状況につきましては、前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編

成(公開買付け)の概要　１　組織再編成の目的等」記載の「(2) 提出会社の企業集団の概要及び当該企業集団におけ

る組織再編成対象会社と提出会社の企業集団の関係　①　提出会社の企業集団の概要　イ　提出会社の企業集団の概

要」をご参照ください。

　

５ 【従業員の状況】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、未定であります。

 

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の平成27年３月期連結会計年度末日(平成27年３月31日)における従業員の状況につ

きましては、以下のとおりであります。

①　肥後銀行

平成27年３月31日現在

セグメントの名称 銀行業 リース業 その他 合計

従業員数(人)
2,278
[676]

37
[5]

112
[11]

2,427
[692]

 

(注) １　従業員数は、嘱託及び臨時従業員1,090人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、[　]内に年間の平均人員(１日１人7.5時間換算)を外書きで記載しております。

 

②　鹿児島銀行

平成27年３月31日現在

セグメントの名称 銀行業 リース業 その他 合計

従業員数(人)
2,209
[345]

41
[11]

49
[26]

2,299
[382]

 

(注) １　従業員数は、契約行員、嘱託・臨時雇員及びパートタイマー(１日8.0時間換算)367人を含んでおりません。

２　臨時従業員数は、［ ］内に年間の平均人員を外書きで記載しております。

 

(3) 労働組合の状況

①　当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
②　連結会社

当社の完全子会社となる両行の本届出書提出日までの１年間における労働組合の状況につきましては、以下の

とおりであります。

 
肥後銀行

肥後銀行の従業員組合は、肥後銀行従業員組合と称し、組合員数は平成27年３月31日現在で1,738人でありま

す。労使間においては特記すべき事項はありません。

 
鹿児島銀行

鹿児島銀行の従業員組合は、鹿児島銀行従業員組合と称し、組合員数は平成27年３月31日現在で1,905人(出向

者及び契約行員を含む)であります。労使間においては特記すべき事項はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【業績等の概要】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の業績等の概要につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年６月25日提

出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12日、平成26年

11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25日、平成27年

２月10日提出)をご参照ください。

 

２ 【生産、受注及び販売の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行は、銀行業における業務の特殊性のため、該当事項はありません。

 

３ 【対処すべき課題】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の対処すべき課題につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年６月25日提

出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12日、平成26年

11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25日、平成27年

２月10日提出)をご参照ください。

 

４ 【事業等のリスク】

当社は本届出書提出日現在において設立されておりませんが、本株式移転に関連し、当社グループの経営統合に係

るリスクとして、下記(1)のリスクが想定されます。さらに、当社は本株式移転により両行の完全親会社となるため、

当社の設立後は本届出書提出日現在における両行の事業等のリスクが当社の事業等のリスクとなり得ることが想定さ

れます。両行の事業等のリスクを踏まえた当社の事業等のリスクはそれぞれ下記(2)及び(3)のとおりであります。

なお、本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は、別段の記載がない限り、本届出書

提出日現在において判断したものであります。

　

(1) 経営統合に関するリスク

①　株式移転に係る手続等

本株式移転に係る手続は、本届出書提出日において終了しておらず、今後予定どおり進まない可能性があり、

加えて、本株式移転は、一定の承認、報告、書類の提出及び条件の充足といった様々な条件(銀行法上必要な手続

を履践することを含みますが、それらに限られません。)に服していることから、国内外の規制当局が、本株式移

転を停止又は遅延させることにより本株式移転の期待効果を減殺し、又は計画どおりの完了を困難にする条件を

付した場合には、本株式移転が予定したとおりに完了せず、又は全く実現しない可能性があり、かかる事態が発

生した場合には、当社グループ又は肥後銀行グループ(肥後銀行及び連結子会社。以下同じ。)若しくは鹿児島銀

行グループ(鹿児島銀行及び連結子会社。以下同じ。)の財政状態及び業績に重大な悪影響を及ぼすおそれがあり

ます。　

　

②　経営統合効果

当初期待した統合効果を十分に発揮できないことにより、結果として当社グループの財政状態及び業績に重大

な悪影響を及ぼすおそれがあります。統合効果の十分な発揮を妨げる要因として以下が考えられますが、これら

に限られません。

・サービス・商品開発の遅れ、顧客との関係悪化、対外的信用の低下、営業戦略の不統一を含む様々な要因に

より収益面における統合効果が実現できない可能性。

・当社グループの経営統合に伴うサービス、商品、業務及び情報システム、営業拠点並びに従業員の再配置等

により想定外の追加費用が発生する可能性。

・当社グループの資産及び貸出債権等に関する会計基準、引当金計上方針、内部統制、並びに情報開示の方針

及び手続その他の基準を統一することによって、追加の与信関係費用その他の費用や損失が発生する可能

性。
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(2) 肥後銀行の事業等のリスク

肥後銀行グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考

えられる主な事項を記載しております。なお、肥後銀行グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上

で、発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

①　自己資本比率に関するリスク

肥後銀行は、海外営業拠点を有しておりませんので、連結自己資本比率及び単体自己資本比率を「銀行法第14

条の２の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断

するための基準」(平成18年金融庁告示第19号)に定められる国内基準(４％)以上に維持しなければなりません。

肥後銀行の自己資本比率が要求される水準を下回った場合には、金融庁長官から、業務の全部または一部の停

止等を含む様々な命令を受けることとなります。

肥後銀行の自己資本比率に影響を与える要因には以下のものなどが含まれます。

・有価証券ポートフォリオの価値の低下

・不良債権の処分に際して生じうる総与信費用の増加

・債務者の信用力の悪化に際して生じうるリスク・アセット及び総与信費用の増加

・自己資本比率の基準及び算定方法の変更

なお、連結自己資本比率(国内基準)については、高水準を維持し、推移しております。

　

○連結自己資本比率の推移(国内基準)

  平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

自己資本比率 ％ 13.47 13.43 13.24 12.97 12.67

(Ｔｉｅｒ１比率) ％ 12.55 12.63 12.60 ― ―
 

※平成25年度より、改正後の自己資本比率基準に基づいて算出しております。

　

②　信用リスク

ア　不良債権の状況

貸出債権について、景気動向、経済環境、不動産価格の変動等によっては、不良債権残高及び総与信費用が

増加し、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。なお、肥後銀行グループの不良債権額(平

成23年度以前の計数には持分法適用会社を含む)は、低水準を維持しており、総与信債権に占める割合も概ね

２％台で推移しております。

 
○金融再生法開示基準による不良債権額の推移(連結：平成23年度以前は持分法適用会社含む)

　  平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度

不良債権額 億円 597 695 662 607 629

総与信債権に占める割合 ％ 2.53 2.87 2.61 2.32 2.30
 

 
イ　貸倒引当金の状況

肥後銀行グループでは、金融検査マニュアルなどに基づき貸倒引当金を計上しておりますが、予想損失額算

出の前提条件と比較して、著しい経済状態の悪化や不動産価格の下落などが生じた場合は、貸倒引当金の積み

増しを行わざるを得なくなり、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
ウ　権利行使の困難性

不動産、有価証券等の流動性の欠如または価格の下落により、担保権を設定した不動産などを換金し、また

は貸出先の保有する資産に対して強制執行することが事実上できない可能性があります。この場合、信用コス

トが増加するとともに不良債権処理が進まない可能性があります。
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③　市場リスク

市場リスクとは、金利、為替、株式等の様々な市場のリスク・ファクターの変動により、保有する資産・負債

(オフ・バランスを含む)の価値が変動し損失を被るリスク、資産・負債から生み出される収益が変動し損失を被

るリスクをいいます。

ア　金利リスク

肥後銀行の資産及び負債は、主要業務である貸出金、有価証券及び預金で形成されており、主たる収益源は

資金運用利回りと資金調達利回りとの利鞘による資金利益収入であります。したがって、金利変動等が発生し

た場合は、利鞘も変動するため、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

イ　為替リスク

肥後銀行の資産及び負債の一部は外貨建てとなっております。為替相場の変動がこれらの外貨建資産もしく

は負債に不利に変動した場合、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

ウ　価格変動リスク

肥後銀行グループは、国債等の債券や市場価格のある株式等の有価証券を保有しており、将来、債券の利回

りが上昇する場合や、株価が下落する場合には保有する有価証券に評価損が発生し、肥後銀行グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。

　

④　流動性リスク

内外の経済情勢や市場環境が大きく変化した場合等には、必要な資金が確保できなくなり資金繰りに影響を

きたす場合や、通常より著しく高い金利での調達を余儀なくされる可能性があります。また、格付機関により

肥後銀行の格付けが引き下げられた場合等にも、不利な条件での資金調達を余儀なくされる可能性があり、肥

後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑤　オペレーショナル・リスク

オペレーショナル・リスクとは、業務の過程、役職員の活動もしくはシステムが不適切であること又は外生的

な事象により損失を被るリスクをいいます。

ア　事務リスク

各種銀行取引に伴う事務を適宜適切に処理しなかったこと、及び事務プロセスそのものの不備、並びに外部

者による窃盗や詐欺などの事故が発生した場合、金融資産の喪失や原状回復にかかわる対応費用などの発生に

より、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

イ　システムリスク

肥後銀行グループの業務の多くは、コンピュータシステムにより運営しており、自然災害等によるコン

ピュータシステムの停止や誤作動、システムの不備及びコンピュータが不正に使用されることなどに伴い、肥

後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

ウ　法務リスク

肥後銀行グループは、法令等遵守の徹底や法的な確認を厳格に実施することにより法務リスクの軽減に努め

ておりますが、法令解釈の相違、法的手続の不備、法令等に違反する行為等が発生した場合、肥後銀行グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
エ　人的リスク

人事処遇や労働時間管理などの人事労務上の問題や職場の安全衛生管理上の問題などに関連する重大な訴訟

などが発生した場合、社会的信用の失墜等により、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

　

オ　災害リスク

東日本大震災規模の大地震や未曽有の大型台風及び豪雨など、大規模自然災害の発生等により、肥後銀行グ

ループの業務の全部または一部が継続困難となった場合、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。
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カ　風評リスク

肥後銀行グループに対する報道、記事、噂などにより、地域、お取引先及び投資家等の間で、事実と異なる

風説や風評によって評判が低下した場合、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
キ　情報資産リスク

肥後銀行グループは、膨大な顧客情報を保有しているため、情報管理に関する内部管理体制の整備により、

情報資産の厳正な管理に努めております。しかしながら、顧客情報や経営情報等の漏洩、紛失、改ざん、不正

利用等が発生し、当行の信用低下等が生じた場合、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
⑥　コンプライアンス

肥後銀行グループでは、法令等遵守の重要性を経営の最重要課題として認識し、諸施策の実施を通じてコンプ

ライアンス体制の整備につとめておりますが、法令等遵守状況が不十分であった場合には、肥後銀行の信用低下

や業務運営への支障等により、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑦　繰延税金資産に関するリスク

繰延税金資産は、現時点の会計基準に基づき計上しておりますが、今後会計基準に何らかの変更があり、繰延

税金資産の算入に何らかの制限が課された場合、あるいは繰延税金資産の一部または全部の回収が出来ないと判

断される場合は、繰延税金資産は取り崩しとなり、肥後銀行グループの業績並びに自己資本比率に影響を及ぼす

可能性があります。

 
⑧　固定資産の減損会計に関するリスク

肥後銀行グループが所有する固定資産については、使用目的の変更、今後の地価動向及び対象となる固定資産

の収益状況等により、減損処理に伴う損失が発生し、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性がありま

す。

 
⑨　退職給付債務に関するリスク

肥後銀行の年金資産の時価下落や、退職給付債務を計算する前提条件の変更などが、肥後銀行グループの業績

に影響を及ぼす可能性があります。　

 
 ⑩　競合に関するリスク

金融業界を取り巻く環境が厳しくなるなか、県境を越えた金融機関の競争は激化しております。

肥後銀行グループの営業基盤である熊本県では、ゆうちょ銀行、メガバンク及び他の地域金融機関等との競合

など、事業環境はますます激しくなっております。

肥後銀行グループが、こうした競争的な事業環境において競争優位を得られない場合、肥後銀行グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。

　

 ⑪　地域経済の動向に影響を受けるリスク

肥後銀行グループは熊本県を主要な営業基盤としていることから、地域経済が悪化した場合は、業容の拡大が

図れないほか、信用リスクが増加するなど肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ⑫　法的規制に関するリスク

肥後銀行グループは、現時点の法令・規制等に従い業務を運営しておりますが、将来において法律、規則、政

策、実務慣行、解釈等の変更が行われた場合には、肥後銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
 ⑬　鹿児島銀行との経営統合

両行は、平成27年10月に当社を設立し、経営統合する予定であります。今後、本件に関わり、予期せぬ損失や

費用が発生した場合には、肥後銀行の業績、財務状況及び株価に影響を及ぼす可能性があります。
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(3) 鹿児島銀行の事業等のリスク

鹿児島銀行グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事

項には、以下のようなものがあります。鹿児島銀行グループは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、

発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

①　信用リスク

鹿児島銀行グループにおける金融再生法ベースの不良債権額は、平成27年３月末現在で747億円であり、その総与

信に占める割合は2.75％であります。なお、各々の債権に対し、貸倒れが予測される部分には十分な引当を行って

おります。

しかしながら、今後の景気動向、地域の経済環境、地公体の財政状況、不動産価格・株価の動向及び取引先の経

営状況によっては不良債権額並びに与信費用が増加し、鹿児島銀行グループの業績に影響する可能性があります。

今後も融資支援システムであるＫｅｙＭａｎの活用並びに融資部内の事業再生支援室による取引先の経営改善支

援等により、リスクコントロールを継続して行っていく方針であります。

　

②　価格変動リスク

鹿児島銀行グループは、国債等の債券や市場価格のある株式等の有価証券を保有しており、平成27年３月末にお

ける有価証券の保有残高は連結ベースで１兆1,807億円であります。

将来、市場金利が上昇する場合や、株価が下落する場合には保有する有価証券に評価損が発生し、鹿児島銀行グ

ループの業績に影響する可能性があります。

　

③　金利変動リスク

市場金利の変動及びその他の要因により貸出金等の運用利回りの上昇幅が預金等の調達利回りの上昇幅を下回る

場合、あるいは運用利回りの低下幅が調達利回りの低下幅を上回る場合、利鞘が縮小し資金利益が減少する可能性

があります。

　

④　為替変動リスク

鹿児島銀行は国際部門の運用・調達手段として、外貨コールローンや外貨コールマネー等の外貨建取引による資

産及び負債を保有しており、少なからず為替レートの変動の影響を受けます。円が上昇した場合には、外貨建取引

の円貨換算額は減少することになり、かかる外貨建の資産と負債の額が各通貨毎に同額で相殺されない場合は、鹿

児島銀行の財政状態及び業績に影響する可能性があります。ただし、持高は売持・買持均衡を基本に調整を行って

おり、収益への影響は限定的なものになると思われます。

　

⑤　流動性リスク

鹿児島銀行の財務内容の悪化等により、必要な資金確保が困難になり資金繰りに支障をきたす場合や、通常より

も著しく高い金利での資金調達を余儀なくされる場合には、鹿児島銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があ

ります。また、市場の混乱等により市場において有価証券売買取引ができなくなったり、通常よりも著しく不利な

価格での取引を余儀なくされる場合には、鹿児島銀行グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 
⑥　事務リスク

鹿児島銀行グループは、事務の堅確性を維持するために、諸規程に基づく正確な事務取扱の徹底、事務処理の集

中化、システム化を図っております。しかしながら、事務上の事故、不正・不祥事、事務処理体制の不備に起因す

る不適切な事務等が発生した場合、鹿児島銀行グループの業務や業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑦　システムリスク

鹿児島銀行グループは、コンピュータシステムの安全性及び正当性を維持するため、システムリスク管理方針や

バックアップ体制を整備しており、さらに災害・障害等に備えた危機管理計画を定めて不測の事態に対応できるよ

う万全を期しております。しかしながら、万が一システム障害等が発生した場合、鹿児島銀行グループの業務や業

績に影響を及ぼす可能性があります。
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⑧　情報資産リスク

鹿児島銀行グループは、個人情報保護に関する法令及びその他の規範を遵守しつつ、顧客情報を含めたすべての

情報資産について厳正な管理に努めております。しかしながら、情報資産の不正使用、破棄及び漏洩等が発生した

場合には、鹿児島銀行グループの業務や業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑨　法令等に関するリスク

鹿児島銀行グループは、各種法令に加え、社会規範を遵守するようコンプライアンスの徹底を経営の最重要事項

と位置付け取り組んでおります。しかしながら、法令等を遵守できなかった場合、鹿児島銀行グループの業務や業

績に影響を及ぼす可能性があります。また、各種法令等及びその解釈は将来変更される可能性があり、その内容に

よっては、鹿児島銀行グループの業務や業績に影響を及ぼす可能性があります。

　

⑩　退職給付債務

鹿児島銀行グループは、従業員の退職に備えて退職給付に係る負債を計上しております。当該負債の計算基礎と

なる退職給付債務の割引率を変更した場合や、年金資産の時価が下落した場合には、数理計算上の差異の発生や退

職給付費用の増加により、鹿児島銀行グループの財政状態や業績に影響する可能性があります。

　

⑪　固定資産の減損

鹿児島銀行グループが所有する固定資産について、資産グループにおける収益性の低下、市場価格の下落及び鹿

児島銀行の店舗網の再編等により、減損損失を認識する必要ありと判定された場合には、鹿児島銀行グループに減

損損失が発生し、業績に影響する可能性があります。

　

⑫　自己資本比率規制

鹿児島銀行は、銀行法により自己資本比率規制の適用を受けており、国内基準を採用しております。平成27年３

月期の連結自己資本比率(バーゼルⅢ基準)は12.46％であり、基準となる４％を大きく上回っております。しかしな

がら、今後、システム投資等に伴う費用や不良債権処理費用の増加等により、鹿児島銀行の自己資本比率に影響す

る可能性があります。

　

⑬　肥後銀行との経営統合

両行は、平成27年10月に当社を設立し、経営統合する予定であります。今後、本件に関わり、予期せぬ損失や費

用が発生した場合には、鹿児島銀行の業績、財務状況及び株価に影響を及ぼす可能性があります。
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５ 【経営上の重要な契約等】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、当社の完全子会社となる両行の経営上の重要な契約等につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年

６月25日提出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12

日、平成26年11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25

日、平成27年２月10日提出)をご参照ください。また、本株式移転に係る株式移転計画、株式移転の目的、条件等につ

きましては、前記「第二部　組織再編成(公開買付け)に関する情報　第１　組織再編成(公開買付け)の概要」をご参

照ください。

　

６ 【研究開発活動】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の研究開発活動につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年６月25日提

出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12日、平成26年

11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25日、平成27年

２月10日提出)をご参照ください。

 

７ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析につきましては、肥後銀

行の有価証券報告書(平成26年６月25日提出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四

半期報告書(平成26年８月12日、平成26年11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年

８月８日、平成26年11月25日、平成27年２月10日提出)をご参照ください。
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第３ 【設備の状況】

 

１ 【設備投資等の概要】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

　

(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の設備投資等の概要につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年６月25日

提出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12日、平成

26年11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25日、平

成27年２月10日提出)をご参照ください。

 

２ 【主要な設備の状況】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
(2) 連結会社

当社の完全子会社となる両行の主要な設備の状況につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年６月25日

提出)、鹿児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12日、平成

26年11月27日、平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25日、平

成27年２月10日提出)をご参照ください。
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３ 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 当社

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 
(2) 連結会社

①　肥後銀行

平成27年３月末において計画中である重要な設備の新設、撤去等は次のとおりであります。

重要な設備の新設等
 

 

会社名
店舗名
その他

所在地 区分
セグメン
トの名称

設備の
内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

肥後銀行

本店
熊本市
中央区

新築 銀行業
店舗
事務所

10,000 9,550 自己資金
平成25年
１月

平成27年
５月

本店
熊本市
中央区

新設 銀行業
什器

システム等
2,800 684 自己資金

平成26年
12月

平成27年
５月

 

(注) １　上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。

２　なお、本店は平成27年５月に新築移転いたしました。

　

重要な設備の売却等
 

 

重要な設備の売却等の計画はありません。

　

②　鹿児島銀行

平成27年３月末において計画中である重要な設備の新設、撤去等は次のとおりであります。

重要な設備の新設等
 

 

会社名
店舗名
その他

所在地 区分
セグメン
トの名称

設備の
内容

投資予定金額
資金調達
方法

着手年月
完了予定
年月総額

(百万円)
既支払額
(百万円)

鹿児島銀行

向陽支店
（仮称）

鹿児島市 新設 銀行業 店舗 285 150 自己資金
平成27年
５月

平成27年
11月

水前寺
マンション

熊本市 新設 銀行業 社宅 225 ― 自己資金
平成27年
６月

平成27年
９月

 

(注) 　上記設備計画の記載金額には、消費税及び地方消費税を含んでおりません。

 
重要な設備の売却等

 
 

重要な設備の売却等の計画はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

平成27年10月１日時点の当社の状況は以下のとおりとなる予定であります。

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 1,000,000,000

計 1,000,000,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類 発行数(株)
上場金融商品取引所名又は

登録認可金融商品取引業協会名
内容

普通株式
 

463,391,906
(注１、２、３)

東京証券取引所市場第一部
福岡証券取引所

完全議決権株式であり、剰余金の配
当に関する請求権その他の権利内容
に何ら限定のない、当社における標
準となる株式であります。
普通株式は振替株式であり、単元株
式数は100株であります。(注４)

計 463,391,906 ― ―
 

(注) １　普通株式は、銀行法その他の法令に定める関係官庁の許認可等を条件として、本株式移転に伴い発行する予

定であります。

２　肥後銀行の普通株式の発行済株式総数230,755,291株(平成27年３月31日時点)、鹿児島銀行の普通株式の発

行済株式総数210,403,655株(平成27年３月31日時点)に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出

しております。但し、当該株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両行協議

の上、変更することがあります。なお、両行は基準時までに、それぞれが保有する自己株式のうち実務上消

却可能な範囲の株式を基準時において消却することを予定しているため、平成27年３月31日時点で肥後銀行

が保有する自己株式264,888株、平成27年３月31日時点で鹿児島銀行が保有する自己株式582,481株は、上記

の算出において、新株式交付の対象から除外しております。なお、肥後銀行又は鹿児島銀行の株主から株式

買取請求権の行使がなされた場合等、両行の平成27年３月31日時点における自己株式数が基準時までに変動

した場合は、当社が交付する新株式数が変動することがあります。

３　両行は、当社の普通株式について、東京証券取引所及び福岡証券取引所に新規上場申請を行う予定でありま

す。

４　振替機関の名称及び住所は、下記のとおりであります。

名称　　株式会社　証券保管振替機構

住所　　東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 
(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
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(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

平成27年10月１日現在の当社の発行済株式総数、資本金等は以下のとおりとなる予定であります。

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金
増減額
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成27年
10月１日

普通株式
463,391,906
(予定)

普通株式
463,391,906
(予定)

36,000 36,000 9,000 9,000

 

(注)　肥後銀行の普通株式の発行済株式総数230,755,291株(平成27年３月31日時点)、鹿児島銀行の普通株式の発行済

株式総数210,403,655株(平成27年３月31日時点)に基づき、本株式移転の株式移転比率を勘案して算出しており

ます。但し、当該株式移転比率は、算定の基礎となる諸条件に重大な変更が生じた場合、両行協議の上、変更

することがあります。なお、両行は基準時までに、それぞれが保有する自己株式のうち実務上消却可能な範囲

の株式を基準時において消却することを予定しているため、平成27年３月31日時点で肥後銀行が保有する自己

株式264,888株、平成27年３月31日時点で鹿児島銀行が保有する自己株式582,481株は、上記の算出において、

新株式交付の対象から除外しております。なお、肥後銀行又は鹿児島銀行の株主から株式買取請求権の行使が

なされた場合等、両行の平成27年３月31日時点における自己株式数が基準時までに変動した場合は、当社が交

付する新株式数が変動することがあります。

 
(5) 【所有者別状況】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりません。

なお、当社の完全子会社となる両行の所有者別状況については、以下のとおりであります。

①　肥後銀行

普通株式

平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

― 59 30 413 188 1 6,194 6,885 ―

所有株式数
(単元)

― 87,956 4,885 54,113 28,809 28 53,968 229,759 996,291

所有株式数
の割合(％)

― 38.28 2.12 23.55 12.53 0.01 23.48 100.00 ―
 

(注) １　自己株式264,888株は、「個人その他」に264単元、「単元未満株式の状況」に888株含まれております。

２　「その他の法人」及び「単元未満株式の状況」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、それぞ

れ１単元及び300株含まれております。

 

②　鹿児島銀行

普通株式

平成27年３月31日現在

区分

株式の状況(１単元の株式数1,000株)

単元未満
株式の状況

(株)
政府及び
地方公共
団体

金融機関
金融商品
取引業者

その他の
法人

外国法人等
個人
その他

計

個人以外 個人

株主数
(人)

11 67 23 538 201 1 4,879 5,720 ―

所有株式数
(単元)

445 92,901 1,610 56,673 26,523 1 31,196 209,349 1,054,655

所有株式数
の割合(％)

0.21 44.38 0.77 27.07 12.67 0.00 14.90 100.00 ―
 

(注) 自己株式582,481株は、「個人その他」に582単元、「単元未満株式の状況」に481株含まれております。

 

EDINET提出書類

株式会社九州フィナンシャルグループ(E31612)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

42/58



 

(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において所有者はおりませんが、当社の完全子会社となる両

行の平成27年３月31日現在の議決権の状況は下記のとおりであります。

 

肥後銀行

平成27年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

264,000
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

229,495,000
229,495 ―

単元未満株式
普通株式

996,291
― １単元(1,000株)未満の株式

発行済株式総数 230,755,291 ― ―

総株主の議決権 ― 229,495 ―
 

(注) １　「完全議決権株式(その他)」及び「単元未満株式」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、そ

れぞれ1,000株及び300株含まれております。

　また、「議決権の数」の欄に、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権が１個含まれております。

２　「単元未満株式」の欄には、当行所有の自己株式888株が含まれております。

 
鹿児島銀行

平成27年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

　　　582,000
―

権利内容に何ら限定のない鹿児島銀
行における標準となる株式であり、
単元株式数は1,000株であります。

完全議決権株式(その他)
普通株式

208,767,000
208,767 同上

単元未満株式
普通株式

1,054,655
― 同上

発行済株式総数 210,403,655　　　 ― ―

総株主の議決権 ― 208,767 ―
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② 【自己株式等】

当社は、本株式移転により設立されるため、本株式移転効力発生日である平成27年10月１日時点において、当

社の自己株式を保有しておりませんが、当社の完全子会社となる両行の平成27年３月31日現在の自己株式につい

ては、以下のとおりであります。

 
肥後銀行

平成27年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社肥後銀行

熊本市中央区紺屋町一丁目
13番地５

264,000 ― 264,000 0.11

計 ― 264,000 ― 264,000 0.11
 

 
鹿児島銀行

平成27年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

(自己保有株式)
株式会社鹿児島銀行

鹿児島県鹿児島市金生町６
番６号

582,000 ― 582,000 0.27

計 ― 582,000 ― 582,000 0.27
 

 
(7) 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
２ 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。

 

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

当社は新設会社であるため、該当事項はありません。
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３ 【配当政策】

配当の基本的な方針、毎事業年度における配当の回数についての基本的な方針、内部留保資金の使途につきまして

は、当社が新設会社であるため、未定であります。また、最近事業年度の配当決定に当たっての考え方につきまして

は、当社は本株式移転により平成27年10月１日に設立予定であるため、本届出書提出日現在において決算期を迎えて

おらず、該当事項はありません。

配当の決定機関につきましては、当社は、取締役会の決議によるものとする予定であります。

当社の剰余金の配当の基準日は、期末配当については毎年３月31日、中間配当については毎年９月30日とする旨を

定款で定める予定であります。

 

４ 【株価の推移】

当社は新設会社であるため、当社においては株価の推移はありませんが、当社の完全子会社となる両行の株価の推

移は以下のとおりであります。

　

(1) 【最近５年間の事業年度別最高・最低株価】

①　肥後銀行

回次 第140期 第141期 第142期 第143期 第144期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高(円) 528 504 610 704 780

最低(円) 303 410 382 485 499
 

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 

②　鹿児島銀行

回次 第103期 第104期 第105期 第106期 第107期

決算年月 平成23年３月 平成24年３月 平成25年３月 平成26年３月 平成27年３月

最高(円) 662 566 670 747 877

最低(円) 458 488 434 552 598
 

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

　

(2) 【最近６月間の月別最高・最低株価】

①　肥後銀行

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高(円) 630 661 669 650 750 780

最低(円) 537 616 608 599 635 721
 

(注)　最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。

 
②　鹿児島銀行

月別 平成26年10月 11月 12月 平成27年１月 ２月 ３月

最高(円) 717 775 770 759 849 877

最低(円) 598 705 710 691 722 806
 

(注)  最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
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５ 【役員の状況】

平成27年10月１日に就任を予定している当社の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性14名　女性１名　（役員のうち女性の比率6.6％）

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

(1) 所有する肥後
銀行の普通株
式数

(2) 所有する鹿児
島銀行の普通
株式数

(3) 割り当てられ
る当社の普通
株式数
(注)５

代表取締役会
長

 甲斐　隆博 昭和26年４月25日生

昭和50年４月 株式会社肥後銀行入行

(注)２
(1)  74,970株
(2)  　 ―株
(3)  74,970株

平成12年４月 同行　理事福岡支店長兼

　　　福岡事務所長

平成13年６月 同行　取締役融資第二部長

平成15年６月 同行　常務取締役融資第二部長

平成16年６月 同行　常務取締役

平成18年６月 同行　専務取締役

平成20年６月 同行　取締役副頭取

平成21年６月 同行　取締役頭取(現職)

代表取締役社
長

 上村　基宏 昭和27年８月18日生

昭和50年４月 株式会社鹿児島銀行入行

(注２)

(1)　　　 ―株
(2)　 24,000株
(3)　 26,640株

 

平成16年３月 同行　業務統括部長

平成16年６月 同行　取締役業務統括部長

平成18年６月 同行　常務取締役

平成22年６月 同行　取締役頭取(現職)

取締役  下山　史一郎 昭和27年９月14日生

昭和51年４月 株式会社肥後銀行入行

(注２)
(1)　 36,000株
(2)　 　　―株
(3) 　36,000株

平成19年６月 同行　取締役人事部長

平成22年６月 同行　取締役常務執行役員

　　　人事部長

平成23年４月 同行　取締役常務執行役員

平成24年６月 同行　取締役専務執行役員

　　　(現職)

取締役  郡山　明久 昭和32年５月11日生

昭和55年４月 株式会社鹿児島銀行入行

(注２)
(1)　　　 ―株
(2) 　14,000株
(3) 　15,540株

平成22年６月 同行　取締役人事部長

平成23年６月 同行　常務取締役総合企画部長

平成24年６月 同行　常務取締役

平成26年６月 同行　専務取締役(現職)

取締役  最上　剛 昭和31年６月18日生

昭和55年４月 株式会社肥後銀行入行

(注２)
(1)　 24,026株
(2)　　 　―株
(3) 　24,026株

平成20年４月 同行　融資部長

平成22年６月 同行　執行役員融資部長

平成23年４月 同行　執行役員与信管理部長

平成23年６月 同行　取締役執行役員

　　　与信管理部長

平成25年６月 同行　取締役常務執行役員

　　　(現職)

取締役  松永　裕之 昭和36年４月10日生

昭和60年４月 株式会社鹿児島銀行入行

(注２)
(1)　 　 ―株
(2) 　 8,000株
(3) 　 8,880株

平成20年３月 同行　阿久根支店長

平成22年６月 同行　営業支援部長

平成26年６月 同行　取締役経営企画部長

平成27年４月 同行　取締役経営企画部長兼

　　　経営企画部経営統合準備

　　　室長(現職)

取締役  津曲　耕治 昭和31年９月24日生

昭和54年４月 株式会社鹿児島銀行入行

(注２)
(1)　　  ―株
(2) 　10,000株
(3)　 11,100株

平成18年６月 同行　経営監理部長

平成19年２月 同行　経営監理部長兼

　　　経営監理部内部統制室長

平成20年３月 同行　高見馬場支店長

平成21年６月 同行　監査役(現職)

取締役  林田　達 昭和34年６月６日生

昭和58年４月 株式会社肥後銀行入行

(注２)
(1) 　13,000株
(2) 　　　―株
(3) 　13,000株

平成25年６月 同行　執行役員総合企画部長

平成27年４月 同行　執行役員経営統合準備

　　　室長(現職)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

(1) 所有する肥後
銀行の普通株
式数

(2) 所有する鹿児
島銀行の普通
株式数

(3) 割り当てられ
る当社の普通
株式数
(注)５

取締役  渡辺　捷昭 昭和17年２月13日生

昭和39年４月 トヨタ自動車工業株式会社

(現トヨタ自動車株式会社)入社

(注２)
(1)　　  ―株
(2)　  　―株
(3)　 　 ―株

平成４年９月 トヨタ自動車株式会社　取締役

平成９年６月 同社　常務取締役

平成11年６月 同社　専務取締役

平成13年６月 同社　取締役副社長

平成17年６月 同社　取締役社長

平成21年６月 同社　取締役副会長

平成23年６月 同社　相談役(現職)

取締役  末吉　竹二郎 昭和20年１月３日生

昭和42年４月 株式会社三菱銀行(現株式会社

三菱東京ＵＦＪ銀行)入行

(注２)
(1)　 　 ―株
(2)　  　―株
(3)　 　 ―株

平成６年４月 同行　ニューヨーク支店長

平成６年６月 同行　取締役

平成８年４月 株式会社東京三菱銀行信託会社

(ニューヨーク)頭取

平成10年６月 日興アセットマネジメント

株式会社副社長

平成15年７月 国連環境計画・金融イニシア

チブ特別顧問(現職)

平成19年５月 株式会社髙島屋取締役

平成19年６月 株式会社鹿児島銀行監査役

(現職)

平成21年５月 イオン株式会社取締役(現職)

平成22年６月 株式会社インテグレックス

取締役(現職)

平成22年６月 株式会社エフピコ取締役(現職)

監査役  上野　豊德 昭和28年２月11日生

昭和51年４月 株式会社肥後銀行入行

(注４)

(1)　 39,000株
(2)　 　　―株
(3) 　39,000株
 

平成19年６月 同行　理事水道町支店長

平成20年６月 同行　執行役員水道町支店長

平成21年６月 同行　取締役監査部長

平成22年６月 同行　取締役執行役員監査部長

平成23年４月 同行　取締役常務執行役員

平成24年６月 同行　取締役専務執行役員

　　　(現職)

監査役  本村　悟 昭和34年１月14日生

昭和56年４月 株式会社鹿児島銀行入行

(注４)

(1) 　 　―株
(2) 　 7,000株
(3) 　 7,770株
 

平成19年６月 同行　都城支店長

平成21年６月 同行　卸本町支店長

平成23年６月 同行　融資企画部長

平成25年６月 同行　監査役(現職)

監査役  関口　憲一 昭和24年３月14日生

昭和47年４月 安田生命保険相互会社(現明治

安田生命保険相互会社)入社

(注４)
(1)　　 　―株
(2)　 　 ―株
(3)　    ―株

平成６年４月 同社　青森支社長

平成８年４月 同社　国際投資部長

平成９年４月 同社　市場投資部長

平成11年７月 同社　取締役市場投資部長

平成12年４月 同社　取締役運用企画部長

平成13年６月 同社　常務取締役資産運用

副総局長兼運用企画部長

平成14年４月 安田ライフダイレクト損害保険

株式会社　取締役社長

平成16年１

月　　

明治安田生命保険相互会社　

常務取締役新市場営業部門長

平成17年12

月　　　

同社　代表取締役会長

平成18年７月 同社　取締役会長　代表執行役

平成25年７月 同社　特別顧問(現職)
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役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期

(1) 所有する肥後
銀行の普通株
式数

(2) 所有する鹿児
島銀行の普通
株式数

(3) 割り当てられ
る当社の普通
株式数
(注)５

監査役  田中　克郎 昭和20年６月５日生

昭和45年４月 東京弁護士会登録

(注４)
(1)　 　 ―株
(2)　 　 ―株
(3)　 　 ―株

平成２年10月 ＴＭＩ総合法律事務所設立

代表パートナー弁護士(現職)

平成21年５月 一般社団法人日本商品化権協会

監事(現職)

平成22年６月 公益財団法人サントリー文化

財団監事(現職)

平成24年６月 株式会社鹿児島銀行監査役

(現職)

平成25年６月 株式会社アシックス取締役

(現職)

監査役  田島　優子 昭和27年７月26日生

昭和54年４月 東京地検検事

(注４)
(1)　　  ―株
(2)　  　―株
(3)　 　 ―株

平成４年４月 東京弁護士会登録

平成18年７月 明治安田生命保険相互会社

取締役(現職)

合計
(1) 186,996株
(2) 　63,000株
(3) 256,926株

 

(注) １　取締役　渡辺捷昭、末吉竹二郎は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２　取締役の任期は、平成27年10月１日である当社の設立日より、平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の

時までであります。

３　監査役の関口憲一、田中克郎、田島優子は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

４　監査役の任期は、平成27年10月１日である当社の設立日より、平成31年３月期に係る定時株主総会の終結の

時までであります。

５　所有する肥後銀行又は鹿児島銀行の株式数は、平成27年３月31日現在の所有状況に基づき記載しており、ま

た、割り当てられる当社の株式数は、当該所有状況に基づき、株式移転の際の株式移転比率を勘案して算出

しております。よって、実際に当社が設立される日の直前までに、所有する株式数及び当社が交付する新株

式数は変動することがあります。

６　役名及び職名は、本届出書提出日現在において予定されている役職名を記載しております。
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６ 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

①　会社の機関

当社は、株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査役、監査役会及び会計監査人を設置いたします。

 
②　自己株式の取得

当社は、機動的な資本政策の遂行を可能にするため、会社法第165条第２項の規定により、取締役会の決議に

よって、自己の株式を取得することができる旨を定款に定める予定であります。

 
③　株主総会の普通決議要件

当社は、株主総会の普通決議要件について、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を

もって行う旨を定款に定める予定であります。

 
④　株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第２項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって行う旨を定款に定める予定

であります。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行う

ことを目的とするものであります。

 
⑤　取締役に関する定款の規定

当社の取締役は14名以内とする旨を定款で定める予定であります。取締役の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定

める予定であります。また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨を定款で定める予定であり

ます。取締役の任期は、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時

までとする旨を定款に定める予定であります。

また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定める予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限

度額は、法令が規定する額とする予定であります。

 
⑥　監査役に関する定款の規定

当社の監査役は６名以内とする旨を定款で定める予定であります。監査役の選任決議は、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定

める予定であります。監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主

総会の終結の時までとする旨を定款に定める予定であります。

また、当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責

任を限定する契約を締結することができる旨を定款で定める予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限

度額は、法令が規定する額とする予定であります。

 
⑦　取締役及び監査役の報酬等

当社は、取締役及び監査役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当社から受ける財産上の利益(以下、

「報酬等」といいます。)は、株主総会の決議によって定める予定であります。但し、当社の設立の日から最初の

定時株主総会の終結の時までの期間の取締役の報酬等は月額総額2,500万円以内とし、監査役の報酬等は月額総額

1,000万円以内とする旨を定款(附則)に定める予定であります。
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⑧　社外取締役及び社外監査役との関係

社外取締役末吉竹二郎氏は、当社の完全子会社となる鹿児島銀行の社外監査役に就任しておりますが、平成27

年６月23日付で鹿児島銀行の社外監査役を退任される予定であります。各社外取締役と当社との間には特別な利

害関係はありません。

社外監査役田中克郎氏は、当社の完全子会社となる鹿児島銀行の社外監査役に就任しておりますが、平成27年

９月30日付で鹿児島銀行の社外監査役を退任される予定であります。なお、田中克郎氏が代表を務めるＴＭＩ総

合法律事務所と顧問契約を締結しておりますが、法務上のアドバイスについては同氏以外の弁護士から受けてお

り、同氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、独立役員として適任であると判断しております。各社

外監査役と当社との間には特別な利害関係はありません。

 
⑨　会計監査人

当社の会計監査人につきましては、有限責任監査法人トーマツを選任する予定であります。

 
⑩　剰余金の配当の決定機関

当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項に定める事項については、法令に特段の定めのある場合を除き、

取締役会の決議により行う旨を定款に定める予定であります。

 
⑪　その他の事項

その他の事項については、当社は新設会社であるため、未定であります。

 

(2) 【監査報酬の内容等】

監査報酬の内容等は未定であります。

 
第５ 【経理の状況】

 

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

なお、完全子会社となる両行の経理の状況につきましては、肥後銀行の有価証券報告書(平成26年６月25日提出)、鹿

児島銀行の有価証券報告書(平成26年６月26日提出)、肥後銀行の四半期報告書(平成26年８月12日、平成26年11月27日、

平成27年２月12日提出)及び鹿児島銀行の四半期報告書(平成26年８月８日、平成26年11月25日、平成27年２月10日提出)

をご参照ください。
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第６ 【提出会社の株式事務の概要】

 

当社の株式事務の概要は、以下のとおりであります。

事業年度
毎年４月１日から翌年３月31日まで。但し、最初の事業年度は、当社の設立の日から
平成28年３月31日までとする予定であります。

定時株主総会 ６月中

基準日 ３月31日

株券の種類 該当事項はありません。

剰余金の配当の基準日 ９月30日、３月31日

１単元の株式数 普通株式　100株

単元未満株式の買取り・
買増し

 

取扱場所
(特別口座)
東京都中央区八重洲一丁目２番１号みずほ信託銀行株式会社本店

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社

取次所 ―

買取・買増手数料 株式売買の委託に係る手数料相当額として当社が別途定める金額

公告掲載方法

当社の公告は、電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によっ
て電子公告による公告をすることができない場合は、熊本市において発行する熊本日
日新聞及び鹿児島市において発行する南日本新聞並びに日本経済新聞に掲載する方法
により行います。
公告掲載ＵＲＬ：未定

株主に対する特典 未定
 

(注)　単元未満株式を有する当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使す

ることができない旨を定款で定める予定であります。

①　会社法第189条第２項各号に掲げる権利

②　会社法第166条第１項の規定による請求をする権利

③　株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

④　株主の有する単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株式を売り渡すことを請求する権利
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第７ 【提出会社の参考情報】

 

１ 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の７第１項に規定する親会社等はありません。

 

２ 【その他の参考情報】

該当事項はありません。

 

 

第四部 【特別情報】

 

第１ 【提出会社及び連動子会社の最近の財務諸表】

 

１ 【貸借対照表】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

２ 【損益計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

３ 【株主資本等変動計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。

 

４ 【キャッシュ・フロー計算書】

当社は新設会社であり、本届出書提出日現在において決算期を迎えていないため、該当事項はありません。
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第五部 【組織再編成対象会社情報】

 

第１ 【継続開示会社たる組織再編成対象会社に関する事項】

 

(1) 【組織再編成対象会社が提出した書類】

① 【有価証券報告書及びその添付書類】

肥後銀行

事業年度　第143期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

平成26年６月25日関東財務局長に提出

 
鹿児島銀行

事業年度　第106期(自　平成25年４月１日　至　平成26年３月31日)

平成26年６月26日関東財務局長に提出

 
② 【四半期報告書又は半期報告書】

肥後銀行

事業年度　第144期第１四半期(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

平成26年８月12日関東財務局長に提出

事業年度　第144期第２四半期(自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日)

平成26年11月27日関東財務局長に提出

事業年度　第144期第３四半期(自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日)

平成27年２月12日関東財務局長に提出

 
鹿児島銀行

事業年度　第107期第１四半期(自　平成26年４月１日　至　平成26年６月30日)

平成26年８月８日関東財務局長に提出

事業年度　第107期第２四半期(自　平成26年７月１日　至　平成26年９月30日)

平成26年11月25日関東財務局長に提出

事業年度　第107期第３四半期(自　平成26年10月１日　至　平成26年12月31日)

平成27年２月10日関東財務局長に提出

 

③ 【臨時報告書】

肥後銀行

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成27年６月５日)までに、以下の臨時報告書を提出しており

ます。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書

平成26年７月２日に関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書

平成26年11月25日に関東財務局長に提出

 
鹿児島銀行

①の有価証券報告書の提出後、本届出書提出日(平成27年６月５日)までに、以下の臨時報告書を提出しており

ます。

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく臨時報告書

平成26年７月３日関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第６号の３の規定に基づく臨時報告書

平成26年11月25日関東財務局長に提出
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④ 【訂正報告書】

肥後銀行

上記③記載の平成26年11月25日付臨時報告書の訂正報告書を平成27年３月27日付で関東財務局長に提出

 
鹿児島銀行

上記③記載の平成26年11月25日付臨時報告書の訂正報告書を平成27年３月27日付で関東財務局長に提出

 
(2) 【上記書類を縦覧に供している場所】

肥後銀行

株式会社　肥後銀行　本店

（熊本市中央区練兵町１番地）

株式会社　肥後銀行　東京支店

(東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号)

株式会社　肥後銀行　大阪支店

(大阪市中央区淡路町三丁目６番３号)

株式会社　肥後銀行　福岡支店

(福岡市中央区大名二丁目８番１号)

株式会社　東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

証券会員制法人　福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)

(注) 東京支店、大阪支店及び福岡支店は金融商品取引法の規定による縦覧場所ではありませんが、投資者の便

宜のために縦覧に供しております。　

 
鹿児島銀行

株式会社鹿児島銀行　本店

　（鹿児島市金生町６番６号）

株式会社鹿児島銀行　宮崎支店

(宮崎市広島二丁目12番14号)

株式会社鹿児島銀行　東京支店

(東京都中央区日本橋三丁目15番２号)

株式会社 東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

証券会員制法人 福岡証券取引所

(福岡市中央区天神二丁目14番２号)
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第六部 【株式公開情報】

 

第１ 【特別利害関係者等の株式等の移動状況】

 

該当事項はありません。

 

 

第２ 【第三者割当等の概況】

 

１ 【第三者割当等による株式等の発行の内容】

該当事項はありません。

 

２ 【取得者の概況】

該当事項はありません。

 

３ 【取得者の株式等の移動状況】

該当事項はありません。
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第３ 【株主の状況】

 

当社は新設会社であるため、本届出書提出日現在において株主はおりませんが、当社の完全子会社となる両行の平成

27年３月31日現在の株主の状況は以下のとおりであります。

１　肥後銀行

平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 11,621 5.03

宝興業株式会社 熊本市中央区上通町10番１号 8,258 3.57

肥後銀行従業員持株会 熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５ 7,553 3.27

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区大手町一丁目５番５号 6,869 2.97

日本トラスティ・サービス信託銀
行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 6,370 2.76

株式会社福岡銀行 福岡市中央区天神二丁目13番１号 5,864 2.54

第一生命保険株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番１号 5,371 2.32

損害保険ジャパン日本興亜株式会
社

東京都新宿区西新宿一丁目26番１号 3,854 1.67

株式会社十八銀行 長崎市銅座町１番11号 3,433 1.48

株式会社鹿児島銀行 鹿児島市金生町６番６号 3,372 1.46

計 ― 62,568 27.11
 

 
２　鹿児島銀行

平成27年３月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

普通株式の発行
済株式総数に対
する所有株式数
の割合(％)

一般財団法人岩崎育英文化財団 鹿児島県鹿児島市山下町９番５号 18,861 8.98

鹿児島銀行自社株投資会 鹿児島県鹿児島市金生町６番６号 7,372 3.51

岩崎産業株式会社 鹿児島県鹿児島市山下町９番５号 6,862 3.27

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内二丁目７番１号 6,525 3.10

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内二丁目１番１号 6,258 2.98

株式会社福岡銀行 福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号 6,087 2.90

株式会社肥後銀行 熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５ 4,935 2.35

株式会社宮崎銀行 宮崎県宮崎市橘通東四丁目３番５号 4,243 2.02

日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 4,145 1.97

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 3,708 1.76

計 ― 68,999 32.8
 

 

EDINET提出書類

株式会社九州フィナンシャルグループ(E31612)

有価証券届出書（組織再編成・上場）

56/58



＜当期連結財務諸表に対する監査報告書＞

当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、平成27年10月１日に設立予定であるため、本書提出日現在において決

算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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＜当期財務諸表に対する監査報告書＞

当社は、会社法の株式移転の手続に基づき、平成27年10月１日に設立予定であるため、本書提出日現在において決

算期を迎えておらず、「監査報告書」を受領しておりません。
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